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平 成 3 0 年 第 １ 回 笠 置 町 議 会 会 議 録 

平成30年３月６日～平成30年３月16日 会期11日間 

議  事  日  程  （第３号） 

平成30年３月16日 午前９時40分開議 
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    開  会   午前９時４０分 

議長（杉岡義信君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成３０年３月第１回笠置町議会定例会第３日目を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

  町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 平成３０年第１回笠置町定例会第１日目において、承認第２号として提

出させていただきました平成２９年笠置町一般会計補正予算（第９号）にかかわる専決処分

に対する不承認の件について、地方自治法第１７９条第４項の規定に基づき、本日、議長宛

てに報告書を提出させていただきました。あわせて、この場をおかりして御報告をさせてい

ただきます。 

  このたびは、議員の皆様、町民の皆様、まことに申しわけございませんでした。 

  二元代表制の趣旨に鑑み、議会での十分な審議が必要な事案にもかかわらず、緊急を要す

る議案であると判断し、専決処分をいたしましたが、不承認となったことに対し、提案者で

ある私、町長として、このことを重く受けとめ、議員の皆様、また町民の皆様に大変な御迷

惑、御心配をおかけしましたことに心からおわび申し上げます。 

  また、議員の皆様には議会軽視ではないかという誤解を招くようになってしまい、おわび

を申し上げます。 

  専決処分に至った経緯につきましては、笠置いこいの館の管理運営を行っている有限会社

わかさぎにおきまして、光熱費及び燃料費の支払い期日が迫ってくる中、支払いに対する資

金手当てが間に合わず、電気及び灯油の供給停止の通告を受け、急遽支払いを必要とする事

態に陥りました。電気及び灯油が供給停止されると、いこいの館に来館される方はもちろん、

併設するデイサービスにも多大な御迷惑をおかけする事態となりますので、緊急を要する事

案であると判断し、議会開催の期間的余裕がなかったことから、やむを得ず専決処分を行い

ました。 

  御承認いただけるよう十分な説明が必要であったにもかかわらず、説明責任が果たせなか

ったことを深く反省しております。今後は、早急に資金状況及び運営状況を把握し、収支状

況により慎重かつ適切な執行管理に努めますとともに、議員の皆様には御相談申し上げ、正
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規の手続を経て対応するよう周知徹底いたしてまいりますので、引き続き町運営に御理解と

御協力をいただきますようお願いを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。 

議長（杉岡義信君） これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第２、発議第１号、建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・

解決を求める意見書の件を議題とします。 

  本案について、提案者の説明を求めます。西昭夫君。 

２番（西 昭夫君） 皆さん、おはようございます。 

  発議第１号、平成３０年３月６日、提出者、笠置町議会議員、西昭夫、賛成者、西岡良祐

議員、向出健議員、田中良三議員、大倉博議員、坂本英人議員、松本俊清議員。 

  建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書（案）。 

  上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

  建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書（案）。 

  アスベストを大量に使用したことによるアスベスト（石綿）被害は、多くの労働者に広が

っている。現在でも、建物の改修・解体に伴い、アスベストの飛散は起こり、労働者や住民

に被害が広がる現在進行形の公害となっている。また東日本大震災で発生した大量のがれき

処理についても被害の拡大が心配されている。 

  欧米諸国で製造業の従事者に多くの被害が出ているのに比べ、日本では、建設業従事者に

最大の被害者が生まれていることが特徴である。これは、輸入された石綿の８０パーセント

から９０パーセントが建設資材に使用され、日本では建築基準法等で不燃化、耐火工法とし

て石綿の使用を進めてきたことに大きな原因がある。 

  建設業は、重層下請構造や多くの現場に従事することから、災害認定にも多くの困難が伴

い、認定されないことが多々あるほか、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補

償も充実していないことが実態である。 

  国は平成１８年に「石綿による健康被害の救済に関する法律」を成立させ、その後も医療

費・療養手当の支給対象期間の拡大等の改正を行っているが、補償内容としては不十分なも

ので、被害者及びその遺族の生活も含めた補償の充実や救済基金の拡充など、制度の抜本改

正を求める声があがっている。石綿による疾病は、３０年から４０年という長期間経過した

のち発症することが多く、亡くなってから労働災害が認定される事例や、医学的認定基準を

満たさず、労働災害の認定に結びつかない事例がある。平成２４年の東京地裁判決、平成
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２６年の福岡地裁判決、平成２８年の大阪地裁判決、京都地裁判決では、一人親方に対して

国の責任を認めなかったものの、いずれも労働者に対して国の責任を一部認め、平成２９年

の札幌地裁判決、横浜地裁判決、そして東京最高裁判決では、いずれも国の責任を認め、京

都判決、横浜地裁判決、東京最高裁判決では、建材メーカーの責任を認めるものとなった。 

  被害者の苦しみは今なお続いており、早期に労働災害が認定されることは、発症した建設

業従事者にとって大きな支えとなるものである。また、多くの被害者が発生している建設業

従事者に対する救済が図られることで、すべてのアスベスト被害者に対する問題解決に波及

するものと考える。ついては国におかれては、建設業従事者におけるアスベスト被害者と遺

族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベス

ト問題の早期解決を図るよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成３０年３月６日。 

  京都府相楽郡笠置町議会議長、杉岡義信。 

  提出先、衆議院議長、大島理森殿、参議院議長、伊達忠一殿、内閣総理大臣、安倍晋三殿、

厚生労働大臣、加藤勝信殿、国土交通大臣、石井啓一殿、環境大臣、中川雅治殿。 

  皆さん、よろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） 質疑、討論を省略してよろしいか。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 異議なしと認めます。したがって、質疑、討論を省略します。 

  これから採決を行います。採決は挙手によって行います。発議第１号、建設業従事者のア

スベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書の件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、発議第１号、建設業従事者のアスベスト被

害者の早期救済・解決を求める意見書の件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第３、一般質問を行います。 

  質問時間は、議員の持ち時間を３０分以内とし、答弁の時間は含みませんので申し添えま

す。 

  質問及び答弁は簡明にして、通告以外の質問はしないでください。一般質問は通告制です
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ので、関連質問は許可されません。 

  ７番議員、松本俊清君の発言を許します。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  １６３号の安全に関して、その後どのようになったか、具体的に説明をお願いします。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 前議会でも答弁させていただきましたが、京都府に対しまして粘り強く

要望を繰り返しておりますが、実際のところ、前には進んでいない状況でございます。 

  この事業は、以前に事業化に向けて具体化に取り組んでいただいていたときがございます

が、どうしても京都府さんとされてクリアできない問題がありまして、京都府とされまして

一時休止という手だてを今とっておられます。 

  一時休止をされたこの事業につきまして、何とか町の熱い思いを届けて、また事業化に向

けての取り組みをしていただきますよう、今後も粘り強く、オール笠置の体制で取り組んで

いきたいと考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  この議会において、町長はどのように答弁されたか御存じですか。町長は、府や国に機会

あるごとに要請していると発言されていますね。その結果、土木事務所の見解はどう言って

いるんですか。これ、休憩するとか、とめるとか、その前に進まない理由は何ですか、教え

てください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今、松本議員がおっしゃられたことにつきましても、国や府に対しまし

てそのような思いを届けております。 

  京都府とされての見解は、１６３を全体を見回した場合、切山地区は危険であるけれども、

一応通行はできておる、ほかのところを見ますと、例えば有市地区におきますと、１６３は

１次緊急輸送道路にも指定されております。通行どめなど、あってはならない道路と位置づ

けられておりますが、冠水によりまして一時通行どめになるような事態が起こります。まず、

そういうところを改善していきたいということで、今、有市地区の冠水地区におきます事業

を具体的に進めていただいております。 

  府とされましては、優先的に工事を進めていきたい、そのようなことを承っておる次第で

ございますが、１６３の切山地区におきまして、何とか歩道整地、拡幅をしてほしいいう気
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持ちは、国にも府にもその折々に要望をしておる次第でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今の回答で、町長、いいんですか。前回、いろいろな面で発言されています。事あるごと

にとか、副知事に対しても口頭でお願いしたいとか、いろいろ発言されていますね。そして、

その中で、いろいろな問題が山積みしていると、だから府と一緒に相談しながら進める問題

だと町長は思うと発言されていますね、間違いないですか。 

  町独自で取り組めることではないとも発言されています。しかし、町長に再度お尋ねしま

す。２月２４日の日に南山城地区で事故がありましたね。あの事故について、町長はどのよ

うにお考えですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） ２月２４日に、南山城村で悲惨な事故が起こりました。１人の方が死亡

され、またスクールバスに乗っておられた小学生も軽傷ですか、負われたように聞いており

ます。 

  場所も、私も見に行かせていただきました。                    

               あそこの道につきましては、それなりの安全体制もできて

いると思っております。                              

                               

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 一応、町長は見に行かれた。あの現場と草畑－切山間のあの歩道は、あ

なたは安全と判断されたんですか。しかし、町民の安心して安全に暮らせるために、まちの

トップとして動く必要があるんじゃないですか。その点、どうですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 松本議員言われるとおりだと私も認識をしております。事あるごとにい

うことで、何回も言っておりますが、松本議員と同席させていただきました席におきまして

も、会議の終わった後、副知事さんに直接御無理を願い、面談させていただきまして、

１６３につきましての要望もしてきたつもりでございます。 

  先ほども申し上げましたように、この事業は一応休止という状況になっております。けれ

ども、町として、あそこは危険な場所であるということは、町民の皆さん誰もが一致して思

っている場所でございます。一日も早く事業化に向けて取り組んでいただけますよう、これ
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からも要望活動を続けていきたい、またもっと大きな声を上げていかなければならないと思

いますので、そのような体制も考えていきたいと考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、中止というふうなことを発言されていますが、もし事故があったとき、誰が責任とる

んですか。それでも、やはり町民の安心・安全のためには動かなくちゃならないんじゃない

ですか。町長の考えは、そういう安易な考えですか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 安易な考えではございません。今、休止という状態でありますけれども、

それを乗り越えて、何とか事業化に向けて取り組んでいただけますよう、粘り強く、事ある

ごとに要望活動しておる、そういうのが実態でございますから、軽く、あそこの場所をそう

いうふうな思いで見ているわけではございません。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、町長の答弁で、中止という発言をされていますが、どこが、いつ中止と発言されたん

ですか。１２月には、そういう話にはなっていませんね。いつされたんですか。府、いつで

すか、中止という発言されたのは。それを聞いて、黙々と町長は帰ってこられたんですか。

その対策はどのように打つかと、対策があるんですか。 

  私は、前回のときに、歩道対策のプロジェクトチームを組んだらどうですかと進言したは

ずですよ。そのとき、町長は深々と受けとめるという発言されていますね。そういう点、私

に対する答弁と今の意見と相違を感じるんですが、どうですか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） この事業につきまして、休止をしているということにつきましては、そ

れなりの前の時期でございます。そういうことを乗り越えて、何とか実現をしていただきた

い、そういう思いで要望活動をさせていただいた次第でございます。 

  松本議員が前の議会で、そういうチームをつくって声を上げていこう、そういうことにつ

きましても私は大賛成でございますので、そういうこともこれから取り組みながら、京都府

に大きな声で要望をしていきたい、そのように考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 



１０ 

  町長の答弁は、当たりさわりのない非常に美しい答弁ですね。しかし、プロジェクトを組

んでやるか、やらないかと、私、提案しているんですよ。それに対して、１２月にして、今、

３月ですよ。どのように進められたんですか。 

  そのいい証しと、前回、議案第１０号から第１４号で損害賠償の件が出ていますね、違い

ますか。笠置町の事故ですよ。５カ月で５件です。違うんですか。その金額は９６万

２，１４９円、その中で切山地区で２件あるんですよ。この事故について、非常に多くある

と町長は思われませんか。 

  これについて、いろいろ原因があると思います。運転手、そして車、道があるんですよ、

３要素。そういう点からしても、切山地区とか１６３の歩道とか、前向きに考えていく必要

があると思います。ましてや、５件、９６万円、そうなってくると保険代も上がっているん

じゃないですか。そういう点、どないに思っているんですか。 

  町長は、私に対して回答されていますが、それは皆さんに納得するような答弁だとお思い

ですか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 公用車の事故につきまして、今、議員から指摘をいただきましたように、

かなり件数が多いと自覚しております。こういうことが起こらないように、また職員の研修

も強めていきたいと考えております。 

  また、さっき、議員もおっしゃられましたけれども、そういうチームをつくって京都府に

要望していく、これも大きな手だて、大きな力になると思いますので、このことにつきまし

ては前向きに考えていきたいと考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  いろいろと答弁もらったんですが、もっと笠置町民のために真剣に安心・安全な生活を求

めるために、府・国に積極的に働きかけてもらいたい。中止、再開はいつからになるのか、

その目標はいつとされているのか、そういう点、次回の議会までに報告願いたい。 

  これで１６３の質問は終わります。 

  続いて─これ、前回も私が発言しているときに挙手されるんですよ。これは、議長とし

てどうなんですか。これちょっと、何とか対応を考えてくださいな。続けていいですか。 

議長（杉岡義信君） 松本さん、ちょっと待って。町長、答弁があるんやな、今の質問に対し

て。町長。 
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町長（西村典夫君） 松本議員から、次回の議会までに、休止がいつまで続くのか、そういう

ことについて京都府に確認をしてくださいと今言われたと思います。 

  そういうことにつきまして、当然京都府にそういう旨をお伝えして返答をいただきたい、

そのように思いますけれども、相手のあることですので、どのような答弁をいただけるのか、

ちょっと未知数がございますけれども、町として、あそこはどうしても歩道設置、拡幅をし

ていただきたい、そういう熱い思いは十分に伝えてまいりたいと考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、ちょっと言いかけましたけれども、質問に対して発言者の停止するような行為はちょ

っとやめてもらいたいと思うんですね。これは、今回だけやなくて、前回もそういうことを

やられています、町長は。そういう点、議長として十分に説明されて、よろしくお願いしま

す。 

議長（杉岡義信君） はい、説明します。 

７番（松本俊清君） では、２番目の質問に入ります。 

  ワイナリーについてお聞きします。 

  前回お聞きしましたが、現在、どうなっているんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 前回も答弁をさせていただいたと思いますが、切山地区の荒廃農地への

ブドウ畑を展開していこうとされておりました、参入を予定されておりました企業が、計画

性や資金面におきまして明確な提示をいただけない、そういうことが続いております。 

  笠置町といたしましては、この企業にはもう委ねることはできない、そういうふうな判断

をさせていただきまして、いま一度、この事業はリセットさせていただき、新しい発想をも

って取り組んでいきたい、そのように今は考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今の回答、答弁なんですけれども、町長は、こういう議事録に載っていることに対してど

うお考えかと私は疑いを持ちます。なぜかというと、前回では、リセットして再出発すると

いう話しされましたね。また、農業委員会、地方の方々の御意見、御指導をいただきながら

進めると言われました。農業委員会を何回持たれたんですか。そして、新年度から新しい組

織でやるという発言もされていますね。私は、ワイナリーについて、やめたらどうですかと
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いう発言もしたんですよ。しかし、あえて町長はやると発言されました。 

  そういう発言から今の発言で、どうもつじつまが合わないように思うんですけれども、ど

うですか。この事業をしてから８年たつんですよ。お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） この事業に関しましては、今年度で８年目を迎えると思います。前町長

様から強い思いを譲り受けまして、私もこの事業を何とかしてやり遂げたい、そういう思い

で引き継ぎをさせていただいたところでございます。 

  そういう思いで取り組んできたわけでございますが、こういう参入していただく企業の方

に、支出におきまして、いろいろな問題を感じざるを得ない、そのような状況になってしま

いました。今、参入していただける企業も見つかっていない、そういう状況でございます。 

  今後は、またいろんなこういうことにおきまして、関係のある分野の方々にも相談をさせ

ていただきながら、この事業をもっと広い、いろんなアイデアや発想をもって進めてまいり

たい、そのように考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  いろいろ意見を聞いてやっていきたいと、前も発言されているんですよ。しかし、何回交

渉されたんですか。あなたは、いつでも、いろいろ地元農業委員会等々相談しながらという

発言ばかりされますよ。しかし、そういう委員会が開催されたんですか。そして、荒廃農地

に対して、農業委員会は何と返答しているんですか。どうも、前回の話と今回の話が合わな

いんじゃないですか、その点、どうですか。 

  ただ、やりたい、やりたいと言うだけであって、言うだけじゃないですか。実行力はどこ

に伴うんですか。その点、具体的に説明してください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 正直申し上げまして、１２月からきょうに至るまで、農業委員会の皆様

とともに、こういう問題につきまして相談をさせていただいたことはございません。 

  また、町といたしましても、新しい体制をつくり、この担当する課もしっかり立ち上げま

して、そこからまた話を進めていきたい、そのように考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  私は、進めていきたいということは誰でも言えるんですよ、具体的に説明してください。
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そういうスケジュールを組まれて発言されているんですか。 

  それと、変わりますけれども、前町長からワイナリーを引き継いだという話をされていま

すね。あなたの議員のときでも、またこの席でも、切山の荒廃農地の再生は笠置の創生に大

きな位置を占めていると発言されていますね。そういう発言にもかかわらず、全然前に進ん

でいないように私は思います。 

  それで、今度、新年度から、きちんと取り組めるような体制は必ずつくっていきたいと答

弁されていますね、違いますか。そういう答弁された中、現時点、ワイナリーについては企

画観光課が担当していたんですよ。今度、どこが担当するんですか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） ４月から、企画観光課がなくなりまして、商工観光課になります。企画

は総務財政課のほうに移管をされます。 

  この事業がどこに担当がなるのか、そういうことでございますが、基本的には商工観光課

が担っていただく、このような流れになると考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  これは商工観光課になるんですか。こういう全体的な企画について、商工観光課が笠置町

は担当するということになるんですか。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの松本議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  町長の答弁を若干補足はさせていただきますけれども、現段階で非常に漠然としていると

いいますか、まだ具体的なテーマで、こういうスケジュールで、このように取り組むという

ふうになっていない段階のものに関しましては、庁内全体のことを所管いたします総務財政

課の新年度の体制の中では企画という部門で一旦整理をさせていただきたいと。その上で、

ある程度方向性が見え、観光であったり農業振興であったりという観点が出てまいりました

ら、庁内横断的にまた体制を組んで取り組むというふうになっていくかと、そのように考え

ております。 

  現段階で、商工観光が専門的に取り組むということに関しましては、まだ決まったわけじ

ゃないということでございますので、まことに申しわけございませんが、少しお待ちいただ

きたいと思っております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 
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７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  これ、７年たっているんですよ。また精査して、また取り組むと、行政とはそういうもの

ですか。 

  そして、前回の答弁と今の町長の今回の答弁が違うじゃないですか。やると言うていて、

いろいろ相談しながらやる、のらりくらりじゃないですか。 

  前回も質問しました。今しかないんですよ、こういうことをやめるというのは、ワイナリ

ーについてはという発言をしています。しかし、町長の答弁では、やるという発言されまし

た。やるなら、やるらしくやってくださいよ。同じことを何回言わすんですか。 

  それと、ワイナリーについてお聞きしますけれども、少し法令が変わっていますね。御存

じですか。それで、まだワイナリーもやられるんですか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 切山地区、また笠置町全体を見回しての荒廃農地再生は、笠置町にとっ

て大きな課題でございます。特に、切山地区におきましての荒廃農地再生は、笠置にとって

大きなウエートを占める、私はそのように考えております。 

  リセットさせていただき、新たな発想を展開していきたいと思っております。ワイナリー、

ブドウ畑がありきではなく、いろんなＪＡさんの意見なども聞かせていただいておりますし、

いろんな方面からの御意見などをいただきながらこの事業を進めていきたい、そのように考

えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今の回答でも、御意見を伺いながらの返事ばかりなんですよ。これでは前に進みませんの

で、質問を次に変えさせていただきます。時間の無駄ですから。 

  それでは、地方創生についてお尋ねいたします。 

  現状の管理対策はどうなっているのか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の御質問、現状の管理対策ということでおっしゃっていただいたんですが、施設

の管理対策ということでよろしいんですね。はい、すみません。 

  サテライトオフィス、平成２８年度、２９年度で整備しております事業の管理について御

説明させていただきます。 
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  サテライトオフィスにつきましては、１１月以降、活動で使わせていただいております。

使用料の上がる活動ではなく、町内の団体であったり包括支援センターの事業であったりと

いう、今現在のオフィスという使い方ではありませんが、広いスペース、それから眺めのよ

さを活用いたしまして、高齢者、また子供たちの子育てサロンというふうな活用の仕方をし

ております。 

  新年度、３０年度からはオフィスとしても活用させていただきたく、整備も終わりました

ので、４月以降の活用に向けて、あと事務的なことを進めております。 

  それから、旧植村邸ですが、今回の補正予算でも計上させていただきましたが、一旦整備

というものが中断しております。基本的な近隣の住民の方に御迷惑がかからない整備、草刈

り、それから雨漏り対策等を進めさせていただきます。 

  こちらについては、せっかく御寄附もいただきましたが、まだ活用について、めどといい

ますか、活用方法が確定しておりません。これにつきましては、早急に庁内のほうで検討さ

せていただきたいと思います。 

  それからもう一件、旧吉田邸ですが、こちらにつきましては、今、移住交流プラザという

ことで施設の利用をしております。地域おこし協力隊の活動拠点として現在使っておりまし

て、町内のグループ等の貸し会議での使用等を前提としております。 

  これにつきましても、使用実績がなかなか上がってこないところですが、協力隊が今活動

しておりますボルダリング等の道具、それから活動拠点ということで使っております。 

  もう一件、お試し住宅につきましても、こちらもまだ活用進んでおりません。本年度、備

品購入等も上げまして、４月以降に活用できるように今進めているところです。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  サテライトについては、３０年度の予算では３万円計上されていますね、実績で、前回聞

いたんですが、そこで水道、電気、年間固定費は幾らかかるんですか。 

  それと、前回の会議で、１月以後、何回か来るというような発言されたことが議事録に載

っています。ことしは何回見えたのか、またこのＰＲはどのようにしているのか、その成果

が出ているのか。 

  それと、隣接している店が看板を出しています。しかし、サテライトには何の看板もない

んですね。そういう点、どうされるのか。 

  そこで、お聞きします。ここを管理される場合、誰が行かれているんですか。室内にある
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段ボールは、何のために置いてあるんですか。誰があれを整理するんですか。そういうとこ

ろを見られたことがあるんですか、サテライトについては。 

  また、伊左治、前回は関電と話ししているという回答をもらっています。しかし、現実、

行かれれば、松の皮が物すごく落ちているじゃないですか。今度、修理したあの館に松の木

が倒れた場合、どうなんですか。現実を見て答弁されているんですか。それと同時に、駐車

場となっているところ、春になれば物すごく草が生えてきます。そういう管理はどうされる

のか。また、その駐車場のところに鉄柱から線が入っていますね。あれは、関電がやったん

ですか、あの工事は。やはり、現実を見た事態、対応をやらないことには、私は進まないと

思います。 

  お試し、もしお客さんが来て、ここで入れるという気になりますか、あれ見て。その点、

どうお考えなんですか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長兼企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  サテライトオフィスにつきましては、企業が１件、昨年度、それこそお試しといいますか、

モニターみたいな形で入っていただきましたところが御興味を示していただいておりますの

で、利用についてお話しさせていただきたいと思っております。 

  サテライトオフィスのＰＲですが、連合の事務局のあります和束町の交流センターのほう

で、和束町が整備いたしましたサテライトオフィスがございます。南山城村にも同様の施設

がありまして、３町村合同で今回パンフレットをつくっております。３月２０日には、京都

テルサのほうにおきまして、一応ＰＲのようなものをさせていただく予定にもなっておりま

す。また、使用が始まる４月以降、ホームページのほうにも載せさせていただきたいと思っ

ております。 

  水道光熱費等ですが、今年度につきましては大きな利用がございませんでしたので、年間、

水道、どちらも含めまして８万ぐらいの費用となっておりました。今後、新年度につきまし

ては、それより若干ふやした予算計上をさせていただいております。 

  御指摘いただきました看板、今現在、４月に掲げられるように作成中でございます。 

  それから、サテライトの段ボールとおっしゃっていたのは、本体のほうにしか、私、入っ

たときはなかったんですが、本年度で整備いたしました西側の棟に若干残っているものがあ

りました。それにつきましては、３月の古紙回収のときに出させていただく予定でおります。 
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  西棟につきましては、サテライトオフィス本体は平成２８年度の事業で整備させていただ

きましたが、西側の棟につきましては本年度の事業で、２月で完了しております。そこは、

子育てサロンであったりというところで、フローリングにしたり、子供が絵を描いても簡単

に拭けるような壁張りにしてみたりというふうに整備しておりまして、そこの整備をした後

の段ボールが少し残っていたのかなと思っております。こちらは撤去させていただきます。

申しわけございません。 

  それから、お試し住宅の件です。実際、見に行って、松枯れ、かなり皮がめくれておりま

して、これをどのように撤去していくのかというところを総務のほうでちょっと考えておっ

たのですが、なかなか高さ、それから電線等がございますので、関西電力さんは松の撤去は

していただけなかったので、こちらのほうで伐採ということになるんですが、ことしはでき

ておりませんでした。利用に係るまでに速やかに撤去させていただきたいと思います。 

  整備につきましては、御指摘いただきながらなかなか取り組めず、申しわけございません

でした。今後、始業に向けまして早急に整備、それから周辺整備、新年度に入りましてから

草刈り等も、夏場になったらかなり出てきますので、そこらのほうは賃金で対応させていた

だきたいと考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、非常に前向きな回答をしていただいたと思うんですが、しかし、できるだけ管理につ

いては十二分に対応してもらいたい。これは、商工観光課が次からやるんですか。 

  それと、今、段ボールの件をお話ししたと思うんです。あの段ボール、なぜかというと、

１カ月に１回ぐらい、こういう建物に、箱物に視察に行っておられますか。今、課長言われ

た段ボールじゃないでしょう。玄関入ったところに置いてあるんですよ。片方は、スリッパ

が置いてあります。その反対側に置いてあるでしょう。私は、それを指摘しているんですよ。 

  それと、議員が一応行って、創生の件であちこち行って、指摘しました。サテライトにつ

いては、くぎが出ていると指摘しました。あのくぎ、まだあるじゃないですか。わからなか

ったら、言うてもらえば私が行くと発言していますよ。それでもやられないんですか。そん

なけ観光課は忙しいんですか。 

  やはり、一つ一つ簡単に、一つ一つ前向きに検討してもらうようによろしくお願いしたい

と思います。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 
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総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の御指摘のサテライトオフィスです。申しわけございません、正面の左にあった

段ボールというのは、多分事業で使われた後が残ってしまっていたのだと思います。使用後

は撤去というか、清掃した後、帰っていただくことになっているんですけれども、ちょっと

残っていたようで、確認して、使用団体のほうにも連絡しておきます。 

  それから、西棟の御指摘いただいていたものですが、先ほど西棟の改修を２月に終了して

いるというお話をさせていただいたと思いますが、そのときに一緒にさせていただいており

ます。西棟のドアのすぐ手前の柱に出ているくぎだと思って、そこの部分はしていただきま

したので、改修は終了かと思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） いろいろあるんで大変かと思いますが、やはり一つ一つ解決するように

努力してもらうようにお願いしたいと思います。 

  それで、これで一応地方創生については質問を終わらせていただきます。 

  それでは、４番目の空家、町住宅に関してお聞きします。 

  今、この管理対策と取り組みはどのようになっているんですか、お聞かせください。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の空き家の関係につきまして答弁させていただきます。 

  現状、空き家の管理ということは、今、しておりませんが、企画観光課でしております空

き家バンクにつきましては、現状、今１件の空き家の登録があるのみとなりました。実は、

平成２９年度に２件契約、それぞれで結ばれまして、今、１件のみ残っておるというところ

です。 

  登録希望されている方も、今年度、更新の時期といいますか、希望を出されて５年間の期

間が過ぎた、次どうですかという希望を今回出させていただきましたら、継続して希望して

いますというのは５名の方になりました。 

  今後ですけれども、もちろん、今、町内にも空き家もたくさんありますので、バンクへの

登録を進めていただけるように広報等を進めさせていただきたいと思っております。 

  登録希望されている方につきましても、長く待っていただいている方も、希望されている

方もいらっしゃいますし、新規で希望されているというところもございます。なかなか希望

にかなわない物件が多いですし、物もございませんので、ここらは何とかして登録、空き家
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が多い中で登録が進めればと考えておりますが、なかなか手だてがないというのが実情です。

以上です。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 松本議員の御質問の中で、町営住宅の管理につきましては、

建設産業課のほうが行っております。基本、偶数月に募集を行っております。 

  ２９年度につきましては、同じように偶数月の募集を行っておりますが、今、御相談等は

いろいろお聞きしておりますけれども、現在、入居という形には至っておりません。以上で

ございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） この空き家については、南山城村とか、報道では非常に多く来ていると

いうようなこともありますんで、笠置町も積極的に取り組んでやってもらいたいと、かよう

に思います。 

  そこで、一つお聞きしたいんですが、空き家について、もし寄附申し出に対して、町とし

てどのような見解を持っているのか。といいますのは、植村宅、５００万円でリフォーム、

あれは大体築６０年ほどたっていると思います。だから、こういう経過した箱物に修理する

ということになっても、すぐまた修理という形になります。何でも寄附申し出があると受け

入れるのか、その基準は何か、断ることはできないのか。やはり、箱物については慎重なる

取り扱いをお願いしたいと思います。その点、どうですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  平成２８年度につきましては、地方創生の事業があり、こちらのほうで古民家の再生の事

業とかで御寄附いただいた、購入させていただいたというものもございますが、今後につき

ましては、なかなか、おっしゃっていましたように維持管理も難しいですので、御寄附とい

うよりは空き家バンクに登録をお願いするという形でさせていただきたいと思います。以上

です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） それでは、一応空き家について、この笠置町家財道具一時保管事業とい

うのありますね。この中で一つお聞きしたいんです。場所的に、笠置小字芝﨑とあるんです

けれども、番地がないんですね。なぜですか。どこですか。これでわかるんですか。 
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  それと、一応、今はこの中に一時保管されたものがあるんですか。３年間は無料なんです

ね。そうすると、３１年度でその期限は切れると思います。そうすると、月１，０００円の

徴収という形になるんですが、そういう、もし入っているなら、現在、入庫日は何年の何月

か、入っていればですよ。あいていたら問題ないんですけれども、そういう点、どうですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員のコンテナの件で、家財道具の一時保管というものを平成２８年度から使用いた

だいております。今、１件、１棟だけ利用していただいております。すみません、２８年度

で入れていただきましたが、何月からというのがちょっと今記憶にございません、申しわけ

ございません。１カ所は使用しております。 

  それから、番地ですが、申しわけないです、場所は芝﨑の白砂川と、それから打滝川の合

流のあたりのあの場所なんですけれども、大手橋のほうからちょっと見える位置にはあるん

ですが、番地を入れておりませんでした。番地が複数ありまして、事務上抜けていたのが何

か、ちょっと今思い出せませんが、そこらはきっちりとやっぱり入れていく必要があります

ので、対応させていただきます。申しわけありません。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  課長、入れてもらうということはわかるんですが、芝﨑と書いてあるだけではわからない

と思いますよ。まして、これに載っているんですよ。そうなってくると、あやふやな、そう

いうもんですか、これは、条例規約は。やはり、書くことはきちっと書いてもらって、誰で

もわかるような対応、改善をよろしくお願いしたいと思います。 

  それと、住宅については、一応お聞きしたんですが、非常に、３カ所、町営住宅があるん

ですが、何戸あって、今、何戸入られているんですか、お願いします。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 失礼いたします。 

  松本議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  町営住宅の入居数の報告をさせてもらいます。 

  奥田住宅は、２６管理しておりまして、２０入っていただいております。 

  後谷住宅は、１０管理しておりまして、８世帯入っていただいております。 

  有市住宅は、３６管理がありまして、１７世帯入っていただいております。以上でござい
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ます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） これは、一応聞いたんですが、非常に入居者が少ないんじゃないですか。

こういう検討をしてもらって、これは町としてこれでいいと思っていられるのか。また、こ

の西部区の住宅については３６の１７という形になるんですが、これはいろいろ前回の予算

でもありましたように、風呂とか、そういう耐震の修繕という形で予算計上されていますん

である程度いいんですが、できるだけこういう住宅に入居されるＰＲ、どう対応されるのか。 

  それと、前回も話したように、この住宅に対して、６５万６，０００円の滞納金が予算で

は出ていますね。これだったら、入ってもらうほうを重点にして、しかもこの入居するとき

の書類には２名の保証人が要るんですね。保証人がいて、６５万６，０００円の滞納が生じ

るのか。しかし、その中で覚書でも一応書いてもらって、この覚書ですね、検討する余地が

あるんかどうか、御検討願えますか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 松本議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  １人でも多くといいますか、一つでも多く入っていただけるようにしていきたいところで

ございますが、それぞれの住宅、かなり老朽化が進んでおります。あき数は多いですが、使

用の不可能なもの等がございまして、また修繕の不可能なものもございます。そういった中

で、現に利用していけるものとするならば、かなり少なくなるということを御理解いただき

たいというふうに思います。 

  ＰＲにつきましても、あくまでも住宅、住まいの困窮しているということになりますので、

ちょっと今の公営住宅法からすると、ＰＲというのはどうかなというふうに思います。 

  滞納につきましても、保証人さんもおられることでございますけれども、少しでも入金し

てもらえるように督促等努めていきたいと思います。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  そういうことで、空き家及び町営住宅についてはよろしく、前向きに検討お願いしたいと

思います。 

  続きまして、有限会社わかさぎについてお尋ねいたします。 

  有限会社わかさぎ、現在の経営状態はどうですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光担当課長。 
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企画観光担当課長（小林慶純君） ただいまの松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  １０月以降、企画観光課の分室ということで、現地のほうに行きまして、まず私が行った

ときには、いこいの館自体が閉まっているんじゃないかという電話がたくさんあり、また人

がなかなかお見えにならないということで、まず人をふやしていきたい、それとあと飲食と

一体化にして、いこいの館のにぎわいをつくっていきたい、またもう一点、単なる温泉施設

だけではなく、会議の場、人の集まる場として利用していきたい、そういうことを念頭に、

努力といいますか、イベントなどをしながら事業を行っておりました。 

  結果、なかなか、人もふえた時期もあるんですが、収入、支出面からしますと、この前、

専決というようなことも招いてしまいましたが、収入という面ではなかなか上向きにならず、

現状は右肩上がりの改善というわけではなく、支出のほうが上回っているという状況でござ

います。 

  ただ、町民の方も、入浴という面では来てくださっておりますし、また土日などはキャン

プ場などにたくさん人がお見えになられますので、前年度を見ますと、入り込み客数はふえ

ている、それにプラス、あと、１人当たりの消費額が上がっていきますと少しなりとも改善

の余地はあるんじゃないかというような現状ではございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  これ、わかさぎは赤字運営ですか。現時点、今の報告では赤字ですね。状態はどうなんで

すか。 

  これ、今、説明もらったんですが、小林課長は町として現場指導されているわけですね。

私は、わかさぎの経営について、経営者に聞いているんですよ。その点、どうなんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） わかさぎといたしまして、昨年１０月から分室をつくりまして、職員を

３人、行っていただいております。そういう中で、いろんな課題などを実際の目で見聞きし

ていただいて、改善するような指導を行っていただいております。 

  そういう中におきまして、前年度よりも入り込み数、入館者数は、微増でございますけれ

ども、ふえております。また、いろんな取り組みやイベントなども開催をしていただきまし

て、大きなにぎわいをつくっていただいてと成果を上げていただいていると思っております

が、実際のところ、収入よりも支出のほうが多いいう現状が続いております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 
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７番（松本俊清君） ７番です。 

  今、町長の発言では、１０月からというようなことを発せられたと思うんですけれども、

わかさぎの経営者はずっと、１０月じゃないんじゃないですか。何が１０月なんですか。 

  それで、話変えます。 

  企業というのは、人材が宝なんですよ。それで、３月末以後、どのようにして、どういう

方針で打ち出し、進むのか。そういう点、従業員は不安がっていますよ。やはり、経営のト

ップとして、仕事は何だとお思いなんですか。説明されているんですか、こういう事情を。

例えば、私は８日の日に行かせてもらいました。喫茶は閉まっています。そういう点、喫茶

にいた人はどうなんですか。 

  そういう、わかさぎの社長として、現状、どういうぐあいに説明されたのか、それがやる

べきトップの仕事じゃないんですか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今、働いていただいております従業員の方につきましては、２２日に閉

館をいたしますということにつきましては知らせていただいております。 

  オオルリにつきましては、７日でしたか、そこから閉館をしております。そのことにつき

まして、雇っておられる土埃の社長ともいろいろ相談をさしあげまして、何とか対処をして

いきたい、そういう思いを持っていただいておりまして、別の雇用を探していただいている、

そういう状況でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 経営者としてお聞きするんですけれども、赤字対策として、電気、灯油

代、専決で行いましたね。専決の申請は、町条例いこいの館の設置及び管理に関する条例第

４の第１項から出たんですか、どこから出てきたんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 先ほど来申し上げさせていただきました専決処分におきましては、いこ

いの館管理設置条例ではありませんで、自治法の趣旨にのっとりましてさせていただいた、

そういうことでございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 専決について、自治法と言われますが、申請はどこから出てきたんです

か。それを聞いているんですよ。専決されたもとの申請は、どこから出てきたんですかと聞

いているんです。だから、企画観光課が指導していますね。だから、そこから出てきたんで
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すか、どうかということを聞いているんです。 

  それとも、わかさぎの社長みずから出されたんですか。私は、それをお尋ねしているんで

す。自治法とかそういうの、私は関係ないんです。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） この専決処分におきましては、自治法に基づき、企画観光課のほうから

起案を上げていただきました。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 今、話では、企画観光課という発言ありましたね。そこから出てきたと

いうことですね。間違いないですか。間違いなければ結構です。 

  それで、専決されたことについて、副町長、総務課会計管理者の方は、今回の専決が妥当

だと判断したんですか、見解をお聞かせください。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの松本議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  本来、専決処分といいますのは補充的手段であって、常にこういったことをやるというよ

うなものではございません。地方自治法により、町に認められている権限ではありますが、

そういったものを濫用すべきじゃないというのは当然のことでございます。 

  したがいまして、専決を行うに当たり、その客観的な要件とは、大丈夫であるか、つまり

緊急を要する事態であり、議会を開催するいとまがないか、そういう客観的要件に関しまし

てどうであるかということを、それぞれ所管の課長であったり、また町長に対して助言をさ

せていただきました。 

  今回、緊急を要する、例えば電気あるいは灯油のストップにより、デイサービス、その他

利用者に大きな影響が出る、住民サービスに対する影響が出ること、そして支払いをするに

当たって、有限会社わかさぎに原資がなく、その請求の期日、支払いの期日が直近に迫って

いるというふうな状況等を鑑み、こういったことを総合的に判断して、専決ということがや

むを得ないのかどうか、最終的に御判断願いたいということで町長のほうに進言させていた

だきました。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 今、副町長は、この申請は妥当と判断されたわけですね。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの松本議員の質問にお答えさせていただきます。 
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  最終的に、専決処分が不承認ということになりましたことに関しましては、大変皆様方に

御迷惑をおかけし、また、そういった不承認に対して重く受けとめているというのが実情で

ございます。 

  しかしながら、今回の専決に至りました経過に関しましては、客観的な状況等を鑑み、そ

の判断に関しましては妥当であったというふうに認識しております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 今、妥当と。妥当ですから出されたと思うんですよ。そんなことはわか

っているんです。 

  しかし、出された理由は何であるか、それに対して、副町長は、町長に印をもらう前に何

か助言する立場にあるんじゃないですか。その点、どのようにお考えか。 

  同時に、会計、前田さんのほうではどのように思われているのか。その点、ちょっと説明

してください。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの松本議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  専決は、町に与えられている権限ではあったとしても、十分に議会のほうの理解をいただ

くよう、丁寧な説明をしてくださいということで町長のほうには助言をさせていただきまし

た。 

  何日間かの猶予といいますか、時間がございました。その間に、議員お一人一人に説明を

させていただき、そしてそれが真に必要な判断であったということを町長みずからお声出し

て、そしてお話をいただく、内容につきましても懇切丁寧な説明をしていただく、そういう

ことが、今回、大変重要であるということを申し上げたところでございます。 

  私のほうが町長に対して最終的に助言をさせていただきましたのは、以上のような内容で

ございます。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  総務財政課長、それから会計管理者の立場としてお話しさせていただきますと、町長の決

裁を受けました後、会計に回ってきます。その後の事務については、通常の会計処理をさせ

ていただきました。 

  財政といたしましても、緊急を要する案件で、専決処分が必要やという町長の判断のもと、

事務を進めさせていただきました。以上です。 
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議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 私、今回の専決に関して、不審に思っているんです。それで、それも全

ての議員も同じ意見で否決されたと思うんですが、その上で、残った、話題になりました水

道代その他の支払いについても、同じことで専決で解決される可能性があるから私は発言し

ております。 

  これでは町財政が破綻します、この方法では。そういう点、十二分に考慮してもうて、副

町長の補佐等、十分によろしくお願いします。 

  そこで、１０月以後、町職員２名ほか１名の３名が直接現場指導されているん、何をされ

ているのか。その事業をやっているのに赤字続きであります。原因を究明され、再建に努め

られた、何か、具体的に何をされたか、お聞きします。 

議長（杉岡義信君） 企画観光担当課長。 

企画観光担当課長（小林慶純君） ただいまの松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  私が現地のほうに勤務することになりまして、まず、先ほども申しましたけれども、人を

集めなきゃいけない、人を集めまして、次にお金を落としてもらう仕組みを上げなければい

けないということで、温浴以外に食の一体化、お風呂と食の一体化というところに次の段階

に持っていかなければならないと、そういう思いで行きました。 

  あと、プラス、サービスの向上などなど考えましたが、現実、至らぬところばかりで、現

状は収入という面におきましては、目に見えてよくなったというより、逆に今までどおり、

それほど成果が上がっていないということは自分自身感じております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 松本です。 

  入館者減、原因は一応何だとお思いなんですか。 

  それで、この用途について、今の現状でいくと、非常に増加するというのは大変だと思う

んですが、用途の変更、これから指定管理者にした場合、赤字解消につながっていくのか、

赤字の場合、その責任は誰がとるのか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 現在、いこいの館の用途の変更につきましては、考えてはおりません。

できましたら、皆さんと協議をさせていただきながら、指定管理者制度を用いまして、今の

運営状況を改善、指定管理者、また行政、また住民の方、また議員の皆様とともに力を合わ

せて今の経営状態をよくしていきたい、そのような思いでございます。 
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議長（杉岡義信君） これで松本俊清君の一般質問を終わります。 

  この際、１５分間休憩します。 

休  憩   午前１１時０５分 

再  開   午前１１時１９分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  １番議員、西岡良祐君の発言を許します。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  それでは、私のほうから３項目について質問いたします。 

  まず１項目めとしまして、地域プラットフォームの活動についてお伺いいたします。 

  笠置町では、国土交通省の支援を受けまして、町内の観光資源を有効に活用し、町内のに

ぎわいづくりに向け、企業、金融機関、自治体等が連携する取り組みを始められました。 

  その中で、２点についてお伺いします。 

  まず１点目は、民間ヒアリングの結果におきましても、キャンプ場、それから温浴施設、

これはいこいの館ですけれども、そことカヌーやボルダリング等を一体運営するのが一番好

ましいというヒアリングの結果も出ております。こういう中において、町として、私は前回

にも申しておりますが、白砂川の整備事業、これの継続事業をどのように今後計画している

のか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

  それから２点目は、キャンプ場への進入路、これが大変狭くて危険であります。この進入

路の整備対策はどのように考えておられるのか。この白砂川の整備事業とあわせて、どうい

うふうに考えておられるのか。 

  この進入路については、鍋フェスタの反省等でも、去年の反省として、一応交通渋滞も起

こっておると、あのときは木津川市の銭司まで１６３が渋滞したということで、大変警察の

ほうからも指摘を受けておるところであります。もうどう考えても、あのキャンプ場の入り

口いうのは、やっぱり何とかしていかないといけないというのは町のほうも十分わかってお

られると思うんですけれども、その辺も含めてどういう計画をされているのか、お伺いいた

します。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 西岡議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  笠置町として、白砂川整備事業を今後どのように計画しているのかとの質問でございます。 

  白砂川周辺の河川環境整備事業は、平成１６年度から取り組まれ、平成２４年度より京都
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府の地域指導型公共事業として、白砂川河川環境整備計画をもとに京都府が行う公共事業に

加え、町と地域が一体となって事業活動を進めてこられた経緯があると聞いております。 

  現在の状況といたしましては、京都府実施の事業において、白砂川を横断するための飛び

石の設置に際し、当初予定されておりました下流部分が、河川管理者である国土交通省との

協議が調わないことなどから、上流部で飛び石を設置する計画の見直しが検討されている状

態であるとのことです。 

  京都府では、今後、観光拠点をつなぐ動線であるキャンプ場、水辺の楽校、それからいこ

いの館をつなぎ、周遊性を確保する飛び石計画を見直し、予算を確保しながら実現に向けて

努力していきたいとのことです。 

  笠置町といたしましては、現時点では、当初から計画をしておりました飛び石と連動し、

水辺の楽校をつなぐ遊歩道部分の設置につきまして、京都府の事業が完了いたしましたら引

き続き実施する予定でございます。 

  なお、飛び石の位置や観光拠点への動線の関係で、町の役割分担が見直されることも予想

されますが、京都府と連携しながら事業を進めてまいりたいというふうに思っております。 

  ２点目といたしまして、キャンプ場への進入路が狭くということで、整備対策は考えてい

るのかということでございます。 

  府道奈良笠置線から町道佃線に入るわかさぎ公園横の部分についてでございますけれども、

現在、拡張整備の構想計画案を持っているところです。まだまだ構想の段階であることを御

理解いただきたいと思うんですが、現在、財源の確保と府道との連携など調整をしていると

ころでございます。 

  なお、そのほかの部分につきましては、ＪＲ用地や河川の関係があって非常に難しい状態

でありまして、現時点では計画はないところでございます。 

  西岡議員おっしゃっておられますように、鍋フェスタのときの対策という形では、なかな

か早急な対策案ではないとは思うんですが、今現在、そういった構想案を持っているという

ことで御報告させていただきます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 今、一応課長のほうから答弁いただきましたけれども、白砂川の整備事

業の継続について、飛び石をやっていくいうのが懸案として残っているということで、これ

は国交省との問題があって、どうも白砂川の上流のほうへ位置を変更していくというところ

までは、もうこれ決まっているんですか、その場所は、そこでやるいうのは、そこまでいっ
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ているんですか。 

  それともう一点、あそこ、町道もつけましたですね。あの町道は、向こうのいこいの館の

ほうの出入り口については、くいが打たれていて鍵がかかっておると。あれの管理について

も、何回か前にも質問していますけれども、あれはちゃんと区長さんなり消防団なり、そう

いうところへ鍵を渡して、あれは水利として使うということでも事業の目的はあったんです

から、その辺の管理はちゃんと済んでいるんですか、あれは。以前は、まだそのままで、あ

の道は町道としてできたけれども、通り抜けは全然できていないという状態だったんで、そ

の辺についてもお伺いします。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 失礼いたします。 

  西岡議員の御質問でございます。 

  飛び石の位置は決まっているのかということなんですが、現在のところ、まだ特定の場所

では決まっておりません。 

  これ、上流部に上げまして、国の管理地から京都府の管理地に移すことまでは決まってお

るんですが、当然その場合においても河川管理者との協議が必要になってまいります。また、

先ほども申し上げましたとおり、観光拠点との動線をつなぐアプローチの絵を描いていかな

ならん、そういった中で、どういった飛び石の位置が一番適当かというのが、やはり現場に

入っていろいろ考察していかなならんということで、当初、２９年度で設計するという予定

をしておったんですが、京都府のほうもいろいろ財源確保等がありまして、３０年度でもう

一度再検討したいというところで、現在、飛び石の位置は上流部ということで、ＪＲ鉄橋の

下のほうということが大まかに上がっておりますけれども、ここという場所はまだ決まって

おらない状態でございます。 

  それから、町道平田線と結ぶ管理道の件でございます。管理道につきましては、現在、一

部狭くなっているところがございまして、この部分につきましては、京都府が用地を確保し

て、必要な幅員を確保して整備するという予定であると、今現在、回答をもらっております。 

  この道路の管理道につきましては、現在、公安委員会とも協議の準備を京都府とともに進

めておりまして、今後は構造上の課題、そういった細い、狭い部分ですね、そういったもの

が整理されまして、公安委員会との協議が調い、管理用の道路が安全に一般車両の通行が可

能となったときに町に移管するという方向で、現在、進んでいるところでございます。これ

はまだ予定ということになりますけれども、そのため必要な調整を、府と町と公安委員会で
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現在協議をしているところでございます。 

  それからもう一点、お話のありました管理の鍵等の問題なんですけれども、車輪どめの鍵

につきましては、京都府のほうから町のほうに預かっておりまして、消防の水利につきまし

ては消防主任のほうにもお渡ししております。 

  さきの白砂川整備委員会のときにも、消防団長なり区長のほうから、現在、消防主任が鍵

も持っているわけなんですけれども、建設課でも預かっておりますし、消防主任、総務のほ

うで持っていますけれども、そういった鍵は、緊急時、対応が必要なので、区なり一部消防

団のほうに鍵をやっぱり渡してくれということで要望がありましたので、総務財政課、消防

主任のほうにはその旨伝えてございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 消防の鍵の件やけれども、それは伝えていますいうことやけれども、実

際に渡っているんですか。これ、緊急で火災とか起こったときには、すぐ消防団が走らなあ

かんねんから、その辺のことを私は言っているんですよ。そこを前から言っているのに、ま

だできてないんですか、それは。 

  こういうことばっかりしているから、先ほどの松本議員の質問になるんですよ。言ってい

るんですか、どうなんですか、消防のほうへ渡っているんですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  申しわけございません。消防主任のほうから渡してもらうようにという指示は、建設産業

課のほうから聞いておりますが、渡したかどうかの確認は漏れております。至急確認させて

もらって、まだの場合は、すぐにでも渡すようにさせていただきます。後ほど、ちょっと休

憩のときでも確認させていただきます。申しわけありません。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） そういうことは、早急に緊急を要する問題やから、安全・安心を与える

ためには、そういうことをちゃんと、細かいことをやっといてもらわんと。よろしくお願い

します。 

  それから、キャンプ場の進入路の件ですけれども、これは建設課長も御存じかもわからん

けれども、先日、２月やったかな、国交省のほうで、近畿整備局淀川河川事務所、ここが笠

置のキャンプ場含めて河川の整備計画をやっているということで、一般住民に対してアンケ

ートが来ております。これは、私、来たときも、総務財政課長、それから副町長、町長にも
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すぐに情報を持っていって連絡しています。これは、この間、この地域プラットホームの活

動の会議があったときも、私は行っております。未来づくりセンターの姫野さんも来ておら

れたんで、そこでも私は言いました。 

  そやから、今、国交省も、ここのキャンプ場の整備、これは安全・安心をして使えるよう

な整備をやっていこうということで計画されておるわけですよ。そやから、これ今、絶好の

チャンスやと思うんですよ。そやから、笠置町として、今、まだ飛び石の場所が決まってい

ないとか言うているけれども、これ国交省がこういうことまで考えてやろうとしてくれてい

るんやから、こういう情報を得たら、それにちゃんと乗っていかんとあかんのやないですか。

副町長、その辺どうなんですか。 

  それをもって、この飛び石のやつも早く、これ３０年度で一応計画やっていくとおっしゃ

っているけれども、もう３０年度の予算なんか、府の予算は決まってんのちゃうの。今から

そんなん言うていって、できるんですか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 西岡議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  京都府が飛び石の設計、計画を見直すという設計でございますけれども、先ほども申し上

げていたと思うんですが、２９年に当初予定をしておりましたので、それを繰り越して、

３０年度で飛び石も含めた周辺の設計を行うということになっておりますので、２９年度か

ら繰り越して３０年度に実施するということに聞いておりますので、予算は確保されている

というふうに思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの西岡議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  河川の事務所といいますか、住民アンケートを出されて、その情報をいただきました。そ

して、その意図するところは何であるかということに関しまして、近く、３月の下旬になり

ますけれども、河川事務所のほうにお伺いさせていただきまして具体的に内容をお聞きした

いと、そのように考えております。 

  さらに、今のキャンプ場の占用許可に関しまして、非常に河川敷地内における用途という

のが、かなり制限もされております。あの絵を見ていますと、かなりそれを、規制を緩和す

るような中身になるんではないかということで、そういう規制を緩和したときにどのような

ことが可能となるのか、そのあたりの可能性もお聞きしたいというふうに考えておりまして、

先ほどのプラットフォームに関係しておりますコンサルティング会社のトーマツさん、そし
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て京都府、町、３者で河川事務所のほうにお伺いし、状況をお聞きし、しかるべき要望もお

伝えさせていただきたいと、このように考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） はい、１番、西岡です。 

  そういうことで連携をとってもらって、こないだのプラットフォームの会議ででも、全員

の人が、やはり温浴施設、キャンプ場、それからボルダリング場、これは一体にやっていか

んとあかんいうことは全ての人がおっしゃっている。ということは、そういうことでこのプ

ラットフォームの活動をやっていったらいいんですけれども、そやから町として、そういう

一体運営できるようなやっぱり環境をつくらんといかんでしょう、町としては。そこを言っ

ておるんですよ。そやから、白砂川の整備工事の継続事業としてやっていくということは、

何年も前から言っていることやから、そういうふうに計画的に進めていってもらいたい。 

  それで、特に今回、このプラットフォームについても、うちがこれ国交省の支援を受けて

サウンディングもやっているんやから、それも含めて、ちょうどこれ国交省の近畿整備局も

こういう計画を立てているんやから、これ絶好のチャンスや思うんで、ぜひうまく協調とっ

てもらって、連携してもらって、やっていってもらうようによろしくお願いしときます。 

  次、２番にいきます。 

  第２項目は、定住自立圏共生ビジョンについてお伺いします。 

  この共生ビジョンにつきましては、伊賀市と定住自立圏の協定書を交わしまして、平成

２９年度から共生ビジョンの取り組みを進めているところであります。 

  その結果について、１点目、平成２９年度の取り組み件数及びその成果と検証結果をお伺

いしたいと思います。 

  私のはっきりと記憶しているのは、健康相談ダイヤル２４です。これ、伊賀市と協定やっ

て、既に実施しております。この件についても、これ笠置から相談があったというような実

績は把握できているのか、その辺についてもお伺いしたいと思います。 

  それと２点目は、２９年度の成果を踏まえて、３０年度の取り組み計画がどのようにされ

ているのか、その２点についてお伺いします。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  西岡議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  救急ダイヤルの件数については、ちょっとうちのほうで把握しておりませんので、後ほど
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担当課のほうで答えていただきたいと思っております。 

  平成２９年度の取り組み状況といたしましては、先ほど西岡議員がおっしゃいました健康

ダイヤル２４以外に、総務財政課といたしまして、伊賀市の消防団と相互応援協定を結ばさ

せていただきました。昨年の７月、伊賀市の消防の訓練にも、町の消防団何名か、視察とい

いますか見学に行かせていただいておりまして、そういうところからも団の交流であったり

ということを進めながら、相互応援協定を１月に結ばさせていただいております。 

  それから、その成果と検証ですけれども、スケジュールといたしまして、６月ぐらいに

２９年度の検証の会議をしようかというスケジュールに今のところなっております。詳しく

は、今度３月２０日に推進委員会があるんですけれども、そこでまた新年度のスケジュール

が出るかと思っております。 

  平成３０年度の取り組みの計画ですが、引き続いて健康救急ダイヤル２４を新年度で予算

計上させていただいております。税住民課の関係でいきますと、不法投棄であったり、ごみ

の減量化に対する啓発、こちらについても啓発物品の購入等で予算計上させていただいてお

ります。 

  共生ビジョンの中に、伊賀市と南山城村さんは全項目協定されておりますが、笠置町は

６つの項目について協定がされていないという状況がございました。こちらについても、ビ

ジョン懇談会の中でも、こちらの議会でもお話しいただいておりまして、この３月２０日に

開催されます推進委員会のほうにおきまして、追加の項目で６項目全て協定を結びたいとい

う旨で笠置町から提案させていただく予定となっております。 

  内々には伊賀市の事務局のほうとは話しさせてもらっておりまして、３月２０日の会議で

の提案の後、６月、町と、それから伊賀市のほうの議会で計画の追加、変更について御承認

いただいた後、ビジョン懇談会を経て、また再度追加の項目の調停になるというふうなスケ

ジュールを考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 

  定住自立圏の健康相談ダイヤル２４の相談件数につきましては、昨年１１月１日から開始

しまして、件数は現在３カ月を経過して４件でございます。 

  今後も、引き続き広報等を充実していきたいと考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） はい、１番、西岡です。 
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  協定項目で６項目、今、笠置町は抜けていたというのは前回の質問で言うてましたけれど

も、これは結局抜けていたやつが全部該当にして、今後、協定やっていく事業が発生したら

やっていくと、こういうことでよろしいですね。はい、わかりました。 

  それから、今、ダイヤル２４、これの件数、笠置からかかったやつが４件いうこと、これ、

わかるようになっているんですか。それで、その内容等については、分析とかそういうこと

はやられているんですか。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 

  先ほどの４件の内訳でございます。どこまで詳細になるかわかりませんが、内容等につき

ましても一定分析されておりまして、診療分類では内科の分類に入ります。それから、内容

的には、病気、症状と治療に関する相談が２件、メンタルヘルスに関する相談が２件、計

４件となってございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） はい、１番、西岡です。 

  そういうことで、内容も把握されて、また対応は考えていって、やってもらいたい思いま

す。 

  ３０年度の計画なんですけれども、これいろいろ上がっていますけれども、特に大きいや

つ、これ不法投棄の啓発用品の関係とか、それから木津川の流域環境整備啓発事業、これも

同じような啓発用品、ティッシュとかそういうものを２００個作成するというようなことに

なっていますけれども、これつくって、啓発活動いうのは、どこでどういうふうにやる予定

になっているんですか、お伺いします。 

議長（杉岡義信君） 税住民課長。 

税住民課長（由本好史君） お答えさせていただきます。 

  まだ具体的にどういった啓発、３市町村で取り組もうというふうな具体的な内容は、今後

検討するというようなことでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） これ、各課の主要事業調書いうて上げてられますけれども、もっとその

辺、どういうふうにして、これは環境整備を啓発するために必要やいうことで計画しとるわ

けでしょう。ただティッシュを配るだけやったら、こんなん、やってもやらんでも一緒や、

こんなもん。そやから、伊賀市と協定まで結んでやっている事業やったら、もっと中身の濃
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いものを検討してやってほしいと思いますわ。こんなん、金額的には６，０００円とかこん

なことなっているけれども、もっと、ただつくってばらまくいうだけやなしに、どういうぐ

あいにしたらこの啓発、木津川流域の環境整備が図れるかというようなことを協定項目の中

で考えてやっていってほしいと思います。そういうことを要望しておきます。 

  それから、１点、ちょっと反省であるんですけれども、去年の夏まつりの花火大会、これ

笠置は８月６日やったかな、やったんやけれども、そのときに同じ日に島ヶ原のほうで何か

花火大会をやっていたというふうなことを聞いております。だから、こういうことこそ連携

をとって、同じ日にちにせえへんようなことをやっていかなあかんの違うんですか。 

  そういうことで協定をして、観光事業についてもそういうことになりますから、ごみの処

理の不法投棄もついても、何のために伊賀市とわざわざ連携までとってやっていくんかとい

うことをちゃんと考えてやってください。それ、要望しておきます。 

  それから、次の３項目めに質問移ります。 

  ３項目めは、空家対策と管理についてお伺いします。 

  これは、平成２７年５月に空き家対策の特別措置法が施行されました。そのときにも多分

質問した思うんですけれども、それから３年になるんですけれども、そういう中で、１点目、

町内空き家の管理台帳等はできているのかどうか、それから今現在の笠置町の空き家軒数、

それから空き家率、それから空き家バンク登録軒数、これは先ほど松本議員の中で今バンク

に登録されているのは１軒かいう答弁ありましたけれども、この辺も１軒では、せっかく移

住対策事業やっているのに１軒ではどうもなりませんわね、その辺どういうふうに考えてお

られるのか。 

  それから２点目は、特定空き家は把握されているのかどうか。この特別措置法が施行され

たのは、この辺に焦点が絞られていた思うんですけれども、特定空き家は把握されているの

か。 

  それから、修繕や撤去を勧告されたことは、この３年間にあったんかどうか、それと税の

優遇を対象外とした実績はあるのかどうか、この３点についてお伺いします。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  西岡議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  空家対策特別措置法が施行された後、笠置町として、まだガイドライン、それから条例の

制定というところには至っておりません。空き家自体は、町内に多数、７０軒近くあるとい
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うことも把握しているんですけれども、それ以降の対策については、まだできていないとい

うところです。 

  空き家のバンク登録だけではなく、質問の中にもありましたように、修繕や撤去、そうい

う指導も条例ガイドラインによりましてできるいうことですけれども、町といたしましても、

現の企画観光課の分類、それから税の対策について税住民課、それから空き家がふえていく

ことに対しまして、環境的なこともございますので、こちらも税住民課や、それから建設産

業課のほうと連携しながら全庁的に進めていく必要もあることから、なかなか、申しわけご

ざいません、取り組めていないというのが実情でございます。そういうこともありまして、

特定空き家についても把握できておりませんし、修繕や撤去を勧告したというような実績も、

現在のところ、ございません。 

  ただ、住民さんのほうから、お隣のおうちがかなり倒壊に近いんやないかという御相談が

ありまして、それについては、現地確認してきてくださいというような通知を出させていた

だいたということはございます。それは、現地確認というだけで、お願いしただけで、特段

対処された形跡もございませんので、今後、町内についてもそういう住居がふえていく可能

性もありますので、全庁的にどうしていくかというの、ちょっと検討を進めていく必要があ

るかなというふうに感じております。すみません、以上です。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） はい、１番、西岡です。 

  まだ、全然進んでいないというような答弁なんですけれども、これ笠置町では何軒か、私

も聞いておりますし、耳にもしております。各所に、もう危ない家屋があります。そやから、

この辺、早く、実態の管理ぐらいはしとかんと、私の地域では１軒、１年前にもう倒壊しそ

うで、下のおうちに、ものすごい瓦が落ちてきたりするいうことで、急遽区のほうも話しし

て、１軒撤去された事例も出ています。そういうこともありますんで、今、私の地域見てい

ても、２軒ほどちょっと危ない家もあります。そやから、そういうとこをちゃんと町として、

これ特別措置法も施行されたんですから、町としての対応もちゃんと早いこと進めてもらう

ようにお願いしておきます。 

  それで、空き家が何軒あるか、空き家率はどのぐらいかいうのも把握されていないんです

か。その数ぐらいは大体わかっていない、そこまでもいっていないんですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 
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  平成２８年度の段階で、７０軒ほどの空き家があるという調査が出ております。空き家率

というのは、ちょっと申しわけありません、出しておりませんが、今後、そこで活用といい

ますか、空き家バンクに登録いただけるような御家庭、それから今後、整備進めていく必要

のあります撤去、倒壊等の勧告が必要なおうち、そういうところの把握をまだこれからとい

うところになります。今の時点では、お住まいや住まわれていない、空き家になっていると

いう家屋の把握だけにとどまっております。 

  空き家が増加するいうことは、地域の防犯であったり生活環境について、かなり悪影響を

及ぼすいうこともございますので、整備といいますか、登録も含め、今後、検討させていた

だきます。以上です。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） これ、２７年の空き家率の一覧が載っとるんですけれども、これは笠置

町いうては載っていませんけれども、京都府で１３．３％の空き家率いうことで載っていま

す。大体、まあ笠置町やったら空き家、２０ぐらいいくんかもわからんけれども、そういう

ことでかなり空き家がふえてきています。そういうことで、早いこと実績把握して管理して

いくように、倒れて事件が起こってからでは遅いんで、できるだけ早いことやってほしい思

います。 

  それと、１点、税のほうで聞きたいんですけれども、今、亡くなられて、もう空き家にな

っているというやつが多いと思うんですよ、笠置なんかは。後継ぎの人が全部外へ出ている

と。親だけ残っていて、その人が亡くなったら、その家は空き家になってしまうということ

になるんですけれども、こういう場合、固定資産税の処置はどういうふうにされているんで

すか。 

議長（杉岡義信君） 税住民課長。 

税住民課長（由本好史君） お答えさせていただきます。 

  そういう場合も、税の額の変更は行っておらず、そのまま課税をしているというふうな状

況でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 変更を行っていないいうことは、亡くなられた人に固定資産税かけとる

んですか。そんなことしとったら入ってきやへんやろ。 

議長（杉岡義信君） 税住民課長。 

税住民課長（由本好史君） 亡くなられた場合、その奥さんなり子供さんなり、誰が相続する
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かということで調査をさせていただきまして、その方に課税をさせていただいているという

ことでございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 当然、相続された方に課税はかかってくると思うんですけれども、それ

が地域によってどうかわからんけれども、相続されないままなっとるいうのが多いんでしょ

う、実態は。その辺、滞納とかそういう関係で不都合は出てきてないんですか。それ、相続

されているところへ、ちゃんと全部課税かけられているんですか。 

議長（杉岡義信君） 税住民課長。 

税住民課長（由本好史君） 亡くなられた場合、その税金を誰が支払っていただくかというこ

とで、その方に文書照会をさせていただきまして、また、なかなか連絡のないところにつき

ましては、戸籍等々いろいろ照会をかけまして、文書で照会をさせていただきまして、回答

いただきまして、その納税管理者というような方に課税をしております。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 最後にもう一回聞いておきますけれども、そういう形でやっておられて、

こないだ予算にも上がっていましたけれども、滞納分いうのは、そういう形のところが滞納

されているというふうなことには発生していないんですかと聞いています。 

議長（杉岡義信君） 税住民課長。 

税住民課長（由本好史君） すみません、その分析はちょっとできていないんですけれども、

一応そういうことで文書照会をさせていただきまして、納税者は誰かということで報告をい

ただいていますので、その方にちゃんと課税をさせていただいて、納税をしていただいてい

るというような状況でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） はい、わかりました。それが滞納に至っていないのやったら結構なこと

やけれども、そういうことで、これ空き家の管理いうのはちょっと早急に、３０年度ぐらい

じゅうにはやってもらうようによろしくお願いしておきます。 

  以上で質問終わります。 

議長（杉岡義信君） これで西岡良祐君の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩します。 

休  憩   午後０時０５分 

再  開   午後１時０５分 
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議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  ２番議員、西昭夫君の発言を許します。西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  二元代表制のことを町長にお聞きするのは、あえて質問させてもらいます。僕の拙い知識

の中で、それをお聞きします。笠置町の議会における地方自治について、団体自治、住民自

治の関係性についてお聞きします。 

  いろいろ調べても、この議員必携にも、章ではなくて前書きにもう書いてあるんですよね。

団体自治は地方分権の原理を示し、住民自治は民主主義の精神をあらわすもの、地方自治の

この２つの要素は密接不可分であり、この両者を切り離して地方自治を考えることはできな

いと書いてあります。でも、最近の会議やら委員会での言動は、多分議員の皆さんもそうや

と思うんですけれども、腑に落ちない部分が多々あるので、この質問させてもらいました。 

  町長は、団体自治と住民自治の関係性をどういうふうにお考えでしょうか、お答えくださ

い。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 私なりの考えを申し上げさせていただきます。 

  団体自治とは、その地方が独自性を保って地域の運営をしていくことが必要であります。

そのときに、一定の約束がなければ統制がとれなくなりますので、その地方だけに通じる法

律、条例をつくって、まちづくりを進めていくというのが基本的な団体自治のあり方と考え

ております。 

  それでは、地域の独自性を保って、どういう内容でその地域を運営していくのかを好き勝

手に行政単独で決められては、住民が迷惑するのは当然でございます。できるだけ、運営に

は地域住民の意思や声をできる限り尊重して反映させていく必要がある、こういうことが住

民自治であると思います。 

  それですので、住民自治の上に立って団体自治があると私は考えております。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  町長も私たち議員も、住民に選挙で選ばれています。首長、議会それぞれが住民に対して

責任を負っています。例えば、さきの専決に関して言っても、町長は住民に対して、その責

任においてされたと思います。承認されなかったのも、僕たちは住民に対しての議員の責任

において承認しませんでした。それには、やっぱり納得のいく理由が必要なんですね。 
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  確かに、主権者である住民の言うこと全てを聞き入れることはできないですし、行政側と

議会側の意見がずれるのは確かにあります。そこは、やっぱり調整していくのが必要だと思

います。そこは、議会と行政側の適正な関係というのは、僕は抑制と均衡だと思います。チ

ェック・アンド・バランスということになるんですけれども、それにはやっぱり、僕が思う

に、いろんな問題が生じてきているのは、やっぱり町長が笠置町の方向性を明確に打ち出せ

ていないのが問題であると思うんですよ。 

  観光とは言われますけれども、じゃ、もっと、まちの予算というのはそれこそ投資やと思

うんですけれども、それの選択と集中というのを、もう少し明確に方向性を出して、明確に

投資していってほしいんですよ。ここで、その明確な方針というのは出せるでしょうか、町

長。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 西議員から指摘をいただきました。そういう二元代表制のもと、団体自

治、地方自治のあり方で尊重してやらなければならないのに、最近の、特に先日に起きまし

たそういう行為につきましては、そういう住民の意思の声を反映したものではなかったとい

うふうに思っておりますし、そういうことにつきましては十分反省をしております。 

  今、西議員のほうから、選択、集中を明確にしてまちづくりを推進していくべきだという

声をいただきました。今、限られた財源の中で、思い切った財源のシフトを変えていくとい

うのはなかなか困難でありますけれども、基本的には町民の皆様の健康、福祉を第一に掲げ

てまちの事業を進めていかなくてはならない、そういう思いでおります。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  町長としての明確な方針というのには答えてもらえていないんですけれども、例えば、い

こい、２０年前にできたんですけれども、今ではいろんな問題が生じてきています。でも、

当時としては、多分ＪＲを電化するよりも重要やったと思うんで、恐らくあれができている

んですね。だから、それを今になって批判するというのはおかしな話なんですけれども、僕

は批判できません。 

  なので、町長としては、じゃ、今、笠置町が何をすべきか、何を優先して、まずそこに投

資しなければならないのかというのを明確に出してもらわないと、例えばいろんな問題が出

てきたとしても、その方向性に対してその問題をぶつけて、それで答えが出ると思うんです

ね。僕が思うのは、それが明確ではないので、その答えも質問も問題も全てが曖昧になって
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くると思うんです。それで、結局出てきた答えも何か曖昧な、ざくっとした、じゃどうすん

ねやというような答えしか出てこないように思うんです。 

  さっきも言ったように、町長が明確な方向性を出せば、全体はもう少し見えてくると思い

ます。そうなると行政も動き始めると思うんですけれども、行政側の団体自治の責任におい

て、町長はその辺はどう考えておられるんでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 西議員からの質問でございますが、どういうことを答弁したらいいのか、

ちょっと戸惑いがあるのは事実でございます。どういうところに投資をしていって、まちづ

くりを進めていくかいうことだと思います。 

  今、私の頭の中に浮かびますのは、やはりいこいの館を再生させていただいて、あそこを

ハブの拠点としてにぎわいをつくり、また町内で経済が回っていく、そのような仕組みを何

とかしてつくり上げていきたい、今何か言われたら、そういう答弁になります。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  今、町長がいこいを再生と言われたんですけれども、そのいこいの再生はわかるんですけ

れども、その先ですよね、その先。いこいを再生して、笠置町がどうなってほしいかという

のをお聞きしたいんですけれども。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） いこいの館を再生して、どのような目標、思いを持っているかいうこと

であると思います。 

  いこい館を再生いたしまして、そこでいろんな人に来ていただき、また町の方、高齢者の

方もいろんな人に来ていただいて、そこでなりわいづくりも展開をしていただきたいし、そ

ういう励みを持っていただくような施設になっていければ、そのように考えています。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  すみません、僕の質問が少し、ちょっと曖昧やったかもわからないですけれども、目標に

する笠置町の形があって、だから、いこいはこういう形で再生したいんやというのがないと

だめやと思うんですよ。いこいを再生したら笠置町がどうかなるんじゃなくて、こういう笠

置があって、わかさぎの再生というのを持たないとだめやと思うんですけど。 

  例えば、今、議長がもう少し大きい声でと言われましたけれども、人というのは楽しいと
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ころに集まってくると思うんですよ。町長、もうちょっと元気になってもらいたいんですね、

僕としては、正直に。子供のときから世話になっているんで、もっと元気になってほしいん

ですよ。だから、協力したいんですよ。僕ら、多分みんな協力したいんですよ。だから、大

きい声で、笠置町はこうや、こっちの方向で行くんやという方向性を示してもらいたいんで

すよ。ほんまに僕はそう思っているんですよ。いや、ほんまにそうですよ。 

  人は楽しいところに集まってくるんで、坂本議員もよく言われるように、ほかのまちとか

行くと、やっぱり勢いのある自治体というのは、長がやっぱり、よく彼も言うんですけれど

も、目がきらきらしているんですよ、しゃべるときに。まちの将来、村の将来を語るときに、

やっぱりきらきらした目で、こうなっていきたいんや、ああなっていきたいんや、だからこ

うしているんやというのを語られるんですね。 

  じゃ、もう一度聞きます。町長として、方向性はどこに行くんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 私の思いは、高齢者の方もいつまでも元気で活躍していただける、楽し

く集まれる場所、そういうものをつくり上げて、いつでも頑張っていただける、そういうま

ちづくりを進めていきたい、そのように考えています。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  わかりました。次にいきます。 

  笠置町というのは、もともとがコンパクトなまちなんですけれども、これからの小規模自

治体のあり方というのは、どんなふうにお考えでしょう。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 東京でできないことをやるなど、過疎を逆手にとる１０カ条というもの

がございます。小規模自治体だからこそできる利点を大いに充実させて、笠置町の行政を進

めていきたいと考えております。 

  小さくとも、大きくても、自治というのは、そこの地域の人たちのふるさとでもあって、

文化でもあって、あらゆるものが結集したものでございます。特に、これからの時代は、福

祉や教育や環境などが行政基盤になってまいります。小規模であるからこそ、お一人お一人

のお顔が見えます、お声を聞くことができます、きめ細かいサービスが展開をしていくこと

ができます。また、目標に向かって、まちを挙げて取り組んでいける、このような利点を最

大限生かして、行政運営を進めていきたく考えております。 
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議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  僕たちも、公選で選ばれている以上、住民に対して責任はあって、ここに、それこそ、さ

っきの続きなんですけれども、議員必携にも議会の使命、地方公共団体の具体的施策を最終

的に決定するという責任が僕たちにはあります。 

  この前のいこいの特別委員会というのは、建設的な意見が出て、僕がそれこそ１年少しや

ってきた議員の中の委員会とか会議の中では一番充実していた会議やったと思います。ここ

に、政策形成過程及び政策の実施過程に多面的に参画し、間は飛ばしますけれども、あくま

でも住民全体の立場に立ってなされるというのがあるんですけれども、この前の会議という

のは、まさにそれに近いというか、目指すべき方向性やったと思います。 

  そういう方向で、町長ももっと言ってほしいんですよね、僕らとしては。こうしたい、あ

あしたい、ほんならもっと、政策の形成過程にも参画とありましたけれども、そういうこと

もできるんで、この前の実りある委員会というのは、あくまでも方向性であって、あれをも

う少し充実させて、例えばいろんな委員会、いろんな会議あるんですけれども、人口が少な

い笠置というのは、大体出ているメンツというのが似たり寄ったりの人がやっぱりいてはる

んですね。そうなると、笠置の特性というのはやっぱりそういうことで情報が早く行き渡る、

そうしたら小回りがきく、政策から実施までが短時間で行われるという利点があると思うん

ですよ。 

  そういう方向をまず見据えて、行政の人たちもいろいろ、自分たちの中だけで考えるので

はなくて、僕も建築の仕事もやっていますし、ほかの人らもいろんな仕事をやっているんで

得意分野があるんですね。そういうところ、やっぱり相談なりをしてもらうと、もっとまち

の行政とかがよくなると思うんで、それを期待して質問終わります。 

議長（杉岡義信君） 町長、答弁。 

町長（西村典夫君） 先日のいこいの館の特別委員会、私も大変勉強させていただきました。

この前の予算審議のときにもお話をさせていただきました予算編成におきまして、いろんな

政策にかかわる分野におきまして、あらかじめ議員の皆様ともそういう審議をさせていただ

いた上で予算を提出していく、そのような流れをぜひつくっていきたいと考えております。 

議長（杉岡義信君） これで西昭夫君の一般質問を終わります。 

  ３番議員、向出健君の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 
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  質問通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。 

  まず、１つ目の大きな項目として、地方創生の問題について質問させていただきたいと思

います。 

  他の議員からも時折質問が出ていますけれども、まず、これまでも私も聞いていますけれ

ども、基本的なことについてお聞きをしたいと思っています。それは、地方創生の目的や評

価の基準、成功、失敗の基準というのはどうなっているのか、どのようにしてこの地方創生

の事業を評価されているのかという点です。 

  例えばなんですけれども、住みやすいまちづくりということで、例えば子育て、医療にか

かわるそういった制度を充実させれば、そこのまちに住みやすくなると、こういった分野に

ついては、そういう制度を拡充すれば住みやすくなったという評価となって、わかりやすい

形だというふうには考えます。 

  しかし、特に移住・定住といった場合に、今、現に進んでいないという中で、そのあたり

の評価、つまりたびたび出ていますけれども、行政のほうはなかなかうまくいっていないと

いうふうにずっと答弁の中でいろいろ言われていますけれども、より大事なことは、この具

体的な事業の評価基準、評価書的なものというのは、今現在、どのようにして、どういう評

価になっているのか、この点を端的に答弁求めたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 地方創生担当参事。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいま向出議員の大きなテーマについて、どこまで答えられるかというのは、私自身、

自信ないところでございますが、精いっぱい答えさせていただきたいと思います。 

  まず、地方創生事業の目的につきましては、地方創生事業の若干の経緯を説明させていた

だくとはっきりするところがございますので、簡単に説明させていただきます。 

  平成２６年５月に、前総務大臣ですかね、消滅可能性自治体リストという、民間企業の日

本創成会議が発表したリストが契機になって、その平成２６年９月に安倍内閣のところで地

方創生担当大臣、それから、まち・ひと・しごと創生本部が設立された、それに基づきまし

て、まち・ひと・しごと創生法という法律がその年の１２月にできたところでございます。

したがいまして、地方創生事業の事業は、人口減少対策というふうなところが根幹にあると

言われているところでございます。 

  その年の１１月ですが、その事業の補助金の根拠になります地域再生法というのが、一部

改正でこの地方創生事業の補助金根拠法というふうになったところでございまして、各事業
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につきましては、この地域再生法に基づきまして、それぞれ個別の計画が立てられていると

ころでございます。まず、人口対策が根幹にあるというところを念頭に入れていただいたら、

そこに根幹の目的があるというふうな中でございます。 

  それで、もう少し具体的に申し上げますと、私の拙い説明よりも、ちょっと全国の知事会

のほうで上げられていた文章がございまして、そこが私も、非常に行政の今動いている目的

ともわかりやすく一致しますので、ちょっと引用させていただいて、説明させていただきた

いと思います。 

  この人口減少対策の中には、２つの視点があると。人口減少そのものにどう立ち向かって

いくのかという視点と、人口減少は、これは日本国の趨勢としてはやむを得ないところがご

ざいまして、そういう減少する社会に対してどう立ち向かっていくかというふうな視点、こ

の２つの視点に立った施策が政府の創生本部が決定した基本方針づくりになっているという

考え方でございます。また、そのとおりでございます。 

  それで、人口減少そのものにどう立ち向かっていくかという視点につきましては、先ほど

向出議員が言われました移住・定住、それから子育て支援、人口減少を食いとめる直接的な

対策になろうかと思います。 

  それから、人口が減少する社会に対してどう立ち向かっていくか、減少社会を見通した中

でのまちづくりをどうしていくかというような論点になろうかと思います。これは、笠置町

の創生戦略の中で行政提案させていただいたコンパクトタウン構想がこれに当たるんではな

いかと考えております。このコンパクトタウン構想といいましても、立派な冊子があるわけ

ではなしに、その行政の基本的な将来像といいますか、そういうものを示したものでござい

ます。 

  こういうこの２つの視点を一番もとにして、その知事会で最終的に締めくくっている言葉

としましては、「人口減少時代に合わせた新たな価値観を生み出し、地域を新しく創り変

え」ていくことが「『地方創生』の本義である」というふうにされております。「地域を新

しく創り変え」というのは、やはり地域再生法とここは密接に関連しているところでござい

まして、やはり笠置町を創生する、つくり変えていくというのがこの創生事業の本意であろ

うかと思います。 

  地域再生法に基づいた計画が、もう個々にございますので、ここで一つずつのＫＰＩ、い

わゆる重要指標というのは、５年後を目途に、こういう成果が上がってきますよ、上げなけ

ればならないというふうな数字がそれぞれに設定されてございます。まずは、そこに向かっ
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て、その経過の各年もございますが、そこに向かってどれだけ成果が上がったかというのが

一つの指標になろうかと思います。 

  その前に、笠置町の創生戦略でもそうですし、笠置町の基本構想も創生戦略とそんなに大

差ない計画となっておりまして、それに向かって１０年、２０年、笠置町が頑張っている中

で、こういう創生事業と関連して、今、実施に向かって努力しているという中でございます。 

  ４つ、創生事業にはございまして、一つの目的として、安定した雇用創出というふうな目

的には、まちづくり会社の創設とか、今、商工会が取り組んでおられます商店街再生、それ

から特産品開発、販売促進というふうな事業。 

  それから、新たに人の流れを創出ということで、今現在取り組んでおります駅舎の改修、

テナント、空き家対策、お試し住宅、観光施策、サテライトオフィスや観光プロモーション

等々が２番目の交流や関係人口をふやす事業。 

  それから、結婚・妊娠・出産・子育ての実施という３番目の柱。これは、各種子育て支援

策、本年度の一般会計にも若干頭出しはさせていただいている事業でございます。 

  それから、４番目、安心して暮らし、助け合えるまち、これは交流施設として本年度建設

いたしますつむぎてらす、それから駅の再整備あるいは企画のほうで対応していただいてい

ます交通施策の拡充というふうなところがこれに当たってくるのではないかと思います。 

  いずれにしましても、一つずつの目標はございますが、総じてこれを５年間の成果として

上がらなければ、それは失敗だったんかどうかというのは、これは今、現時点ではわかりま

せんで、例えば２年後に芽が出て、その成果には、やはり長い目で見るいうふうな視点もあ

ろうかと思いますし、その成果については、そのときにその住民が判断される部分が多いん

ではないかというふうに考えております。 

  答えになったかどうかわかりませんが、以上で説明を終わらせていただきます。 

  議員のお名前を間違えまして、失礼いたしました。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  いろいろ御説明いただきましたけれども、要するに何をお聞きしたいかといいますと、

個々の事業、サテライトオフィス等々進められているんですけれども、目的意識というとこ

ろが余り、明確につながった形で進んでいるのかなと。そういう説明の中でも、弱くなって

いるんじゃないかなと。この１から４、大きく挙げている雇用の問題であるとか、交流をふ

やすとか、結婚・出産・子育てというところでの施策であるとか、こういうのをやはりもと
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もと持たれていますから、これに意識づけて進めるということがやっぱり大事じゃないかな

というふうに思います。 

  それで、雇用創出ということでいえば、例えば笠置町の、これ、いこいの館の経営の問題

ともかかわるとは思うんですけれども、私自身、いこいの館は、直接利益を得ているという

のは雇用が一応あると、赤字とはいえ雇用が現実にあるということと、温泉サービスという

福祉サービスと位置づけた場合には、それを提供していると。これは赤字が出ていても、う

まくいっていなくても、確実にある効果やと思うんですよね。だけれども、いこいの館でい

ったら、このままいけば続かないから、再生をしていかないと続けられないということで再

生の方向を示されていると思うんですけれども、この雇用ということについて、先ほどまち

づくり会社をつくられたと言われましたけれども、これも全然、本当に有効に働いているの

かといえば、はっきり言って、雇用が生まれたなんていうことはもちろんありませんから、

はっきり言えば、私はこの段階でうまくいっていないと、今の段階では芽が出ていないとい

う言い方にもなりますけれども、失敗しているんじゃないかというふうに考えています。 

  それで、古民家再生についても、レッドゾーンに入っていると、急傾斜地のということが

わかって、もともとの計画どおりいかなかったと言われました。ところが、もともとこれ、

以前、私も急傾斜地のことでちょっとお聞きして、安全対策ということでしたとき、レッド

ゾーンがあって、住民の方にもまだ十分説明できていない方もおられると、大分前のことで

すけれども、その時点ではあったということは、まちはもともとレッドゾーンの範囲を知っ

ていたはずなんですよね。だけれど、結果、失敗をしたと。結果、目的どおりの使用ができ

ない状況になったと。でも、これはやっぱり事業着手前に判断しないといけないと思うんで

すよね。 

  今後、事業を進めるに当たって大事なことは、過去の失敗をあれこれ言っているのは、結

局どこにそういう失敗の原因があって、では次の同じ失敗をしないためにどういうような手

だてを打たれるのかというところが、いつも一般論だけでなかなか示されないので、そのこ

とを率直にお聞きしたいんです。 

  例えば、提案なんですけれども、地方創生のことは、もちろん議会にも定期的といいます

か、報告されることはありますけれども、もっと例えば議会と懇談するとか、住民との懇談

であるとか、その手続において組織内部の組織が弱いんじゃないかとか、そういったいろい

ろな課題があると思うんですよ、こういう失敗が出るということは。そこをもっとちゃんと

分析されまして、具体的対策を示していただきたいというふうに思うんです。 
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  ちょっと町長にお聞きしたいんですけれども、古民家再生もこういう失敗があったと、空

き家対策、お試し住宅というのも、移住定住プラザというのも、本当はもっと早く始められ

たんではないかなというふうに思うんです、本来は。ところが、雨漏りしているとか、直す

改修が多いとか、なかなかそのスピード感といいますか、期間という考え方の中でも、どう

も最初の目的よりおくれているんじゃないかと、それもまた原因がどこにあるんだろうかと

いうことを非常に感じるんですね。人手不足ということが恐らくあるんだろうとは思うんで

すけれども、もう少し本当に地方創生やるための、次こそは成功させるための具体的手だて

というのを示していただけないかと。このことについて、答弁を求めたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 地方創生における事業につきまして、やはりこれは何のためにする事業

やいうことを、目的ですね、そういうものをはっきり、しっかり持って、その事業を完遂し

ていく、そういう必要があろうかと思います。そういうことにおきまして、そういうことは

漏れてはないんですけれども、そういう思いをしっかり持って、取り組みが少しできなかっ

たという点もあったと反省をしております。 

  また、課員の職員も少なくて回り切れなかったいう、そこもあるんですけれども、そうい

うことも反省を踏まえて、３０年度におきましては、今ある拠点を十分に活用できるような

体制、また初期に持った目的をしっかり果たせるような事業を展開していきたいと考えてお

ります。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  なかなかビジョンというのを示してもらえないというのがありまして、今も一般論的な話

ではあるんですけれども、例えば、今すぐ答えが出せなくても、一定の期間、何カ月後には

検討をして回答させてもらいたいというところまで踏み込んだような、具体的な回答をいた

だきたいんですよ。いつも、やります、取り組みます、改善します、それは誰でも言えると

思うんですよね。そうじゃなくて、本当に具体的な手だてというのはどういうものなのかと。 

  今すぐ示せないんであれば、またそれを本当に具体的に検討されて、その回答をしっかり

示していくというところまで、期限を切ってちゃんとしていただきたいんですよ。いつも、

その答弁が多いので、地方創生も具体的に予算もつけて取り組まれているはずなんで、検討

過程もあるわけですね、もちろん。なので、もっときちっとした、細かい話も含めた具体的

な政策、効果等々も、本当ならもっときちっと答弁できると思うんですけれども、なかなか
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それが聞こえてこなくて一般論で終わっていると。それから、いろいろ、本来の目的が達成

されないことが多々あるということで、やっぱり重く受けとめてほしいというふうに思って

いるんです。それを理解して、お願いしたいと思っています。 

  例えば、私、サテライトオフィスとかできたときに、やると言ったときに、既にもう業者

と話ができていると思ったんですよ。何らかの形で対象が何件かあって、一応話は通してあ

って、来たいという希望もあって、だからそれに対応してやるんだというんであれば有効活

用になったと思うんですよ。ところが、先ほど、希望、興味示されているところが１件ある

ということで進もうとはしていますけれども、本来ならこれも始める前にやっぱり意識持っ

てやるべきだったと、こういう意識を本当に持ってほしいんですよ。いつも、何か先に事業

の名前があって、後からどんどん中身をつくっていくような形ばっかりになっていると。 

  先ほどのキャンプ場の進入路の話にしても、動線も描かないといけないとかいろいろある

と思うんですよ。やっぱり、そういうビジョンをしっかり持って、個々の政策、道が広がる

だけで、それは利便性の向上ではありますけれども、どういう、その全体の中でとか観光政

策の中では、道の拡張一つとっても、位置づけられているのかというのは、やっぱり意識し

てやっていかないと、いつも事業がちぐはぐになって中途半端になると思うんです。だから、

そこはしっかりとやっていただきたいと思います。 

  答弁を求めても、なかなか求めたい答弁と違いますので、この点については、もう本当に

しっかりしてほしいという要望で締めくくりたいと思います。 

  それで、２つ目の大きな観光政策についてお尋ねをしたいと思います。 

  先ほど、経済循環をつくりたいというふうに答弁の中で、他の議員の質問の中であったと

思うんですけれども、経済循環づくりというのも、やっぱり具体的な政策として持たなきゃ

いけないと思うんです。例えば、お土産でもいいと思うんですね、この間の話では、いこい

の館の売り上げのちょっと分析をされていて、三、四百円ぐらいの手ごろなもののほうが大

きいものより売れやすいとか、そういう具体的な話が出ていると思うんですよ。そういう具

体的なものを生かした形で取り組んでいただきたいと。 

  それで、町長としては、経済循環づくりの政策、どういうものを考えておられるのか、今

持っているお考えやビジョン等、答弁求めたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） まちの中で経済が回っていく仕組みというのは、非常に大事な点だと私

は考えております。観光を生かして経済が回る、そういう仕組みづくりがぜひとも求められ
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てくるわけでございます。 

  笠置町といたしましては、アウトドア、ボルダリングやカヌーやキャンプ場に来ていただ

いている方がたくさんおられます。そういう方々に満足してお金を使っていただけるような、

そういう満足な仕組みをぜひともつくっていきたいと思っております。 

  また、先ほど来、いこいの館ばかり言っているようですけれども、あそこも十二分に活用

していただきまして、高齢者の方のなりわいづくりだとかそういうもの、またグループなど

で特産品を開発していただいている方、そういう方々の販売をできるような、そういうふう

な仕組みもぜひつくり上げていきたい、そのように考えております。 

議長（杉岡義信君） 地方創生担当参事。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 

  向出議員の１番目の質問で説明不足があった部分について、若干補足で答えさせていただ

きたいと思います。 

  個別の事業の検証とこれからの取り組みにつきましては、以前、一般会計のときでしたか、

関連でお答えさせていただいたんですが、４月末を目途に検証委員会をしろというふうなこ

とで下命いただいていますので、それをめどに頑張らせていただきます。開催をさせていた

だきます。その中で、今、向出議員が言われましたような視点を十分踏まえた中で開催して、

それを議会のほうと、再度またお知らせなり協議をさせていただくというふうなことも考え

ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  観光政策を、経済循環、大事やと言われたと思うんですけれども、この段階でもう少し政

策的なものというのは練られていないのかどうか。今の答弁だと、全然政策を持っていない

というふうにしか聞こえないんですよ。 

  例えば、アウトドアにしても、取り組みはありますけれども、過去には答弁あったと思う

んですけれども、体験の、そういう交流の教室をして、例えば授業料としてお金いただくと

か、そういうことだったら一つお金を稼ぐ経済として活性化の効果のある取り組みになると

思うんですよ。 

  そういう政策というのは、今の段階で町長はお持ちではないということなんでしょうか。

そこ、どうなんでしょうか。大事だと言われますけれども、政策がないと思うんですよ。そ

こについて、再度ちゃんと答弁いただきたいんですけれども。 
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議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 私の中には、そういうアウトドアを生かした経済循環というのは考えて

おります。例えば、企業にお願いしてアウトドアの大学をやっていただいたり、また、今、

向出議員が言われましたボルダリングの教室やとかカヌー教室、またキャンプ教室など、そ

ういうことを企画して、そういう経済を回していきたい、そのように考えております。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  私がお聞きしたかったのは、そういう政策というものをお聞きしたかったわけです。これ

までも長い間、町長されてもう２年ほどの期間になっていると思うんですけれども、その間

にやっぱり政策をちゃんと持って、議会にももっと提案をいただきたいわけです。もちろん、

実現可能、不可能、いろんな課題が残った政策というのもあるかもしれませんが、提案とし

ては、やはりきちっとしたものを持ってお願いしたいと思うんです。 

  先ほどの専決不承認の問題もありましたけれども、結局その問題も、説明がちゃんとして

いないと、具体的な対応策になっていないというところが一つの問題点としてあったと思う

んですよ。 

  それと同じように、まちづくり全体のことにかかわって、余りに政策がないと。一般的に、

例えば経済循環づくりを頑張りたい、大事です、それは当たり前のことだと思うんですよね。

問題は、それを達成するために、だからこういう制度を例えばつくります、こういう具体的

な事業に取り組みます、これはこうこうこうだからうまくいくと考えると、うまくいきます

という説明も含めてされて、結果はどうだったのか、観光の方がふえてお金使うのがふえた

と、これまでより収益が上がったと、例えばね、あれば、なるほどしっかりとした政策だと

いうふうになると思うんですよ。そこがないから、本当なんだろうかと、そして何年もたっ

て、本当に今と違う状況が生まれるんだろうかと、今のまんまで余り変わらない状況がある

んじゃないかと思うんですよ、単純に。 

  だから、もっと真剣に政策というものを練っていただいて提示いただきたいと。これはも

う、この問題だけではなくて、全般的な町政全体にかかわる政策についても同じことですが、

本当によろしくお願いしたいと思います。 

  これ以上この問題に触れても、なかなからちが明かないと思いますので、自分も、３番目

のいこいの館についてちょっと質問させていただきたいと思います。 

  私は、前向きな意見を言うのも、もちろん協力できることはしたいとは思っているわけで
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すけれども、いこいの館、そもそも何のためにやっているのかなと。先ほど言ったように、

効果は、雇用が現にあるということと温泉サービスを提供しているということ以外は、現実

にうまくいっていないんですよね。 

  観光の核だと言われました。まちのほうから示された概要では、大体２，０００万ぐらい

が今の赤字になるだろうと。これを１年間、指定管理者に任せて、１，０００万ぐらいの赤

までは落とせるというビジョンを一応示されていましたけれども、これがどうやって成り立

つのかというのが全然見えないわけですよ。 

  例えば、実際、民間の企業がやろうとしたら、どれぐらいその周りに人がいて、大体これ

ぐらいのお客さんの単価、１人当たりどれぐらい使うというのは一般的に起きると。だけど、

笠置は例えばそれより低いから上げることは可能だと判断しているとか、例えば同等の施設

の数字と比べて、同じような僻地のところでとか同じような条件のところの施設ではこれだ

け来て売り上げているから、笠置はもっと条件がいいんだからいけるはずだとか、そういう

ものをしっかりと比較したものを示してこそ、うまくいくというふうに判断できると思うん

ですよ。でも、それがないと。お聞きしていますと、稼げる施設にしていくとかどうとか言

われますけれども、一方で、じゃその根拠はとなったときには、そういう具体的なものがほ

とんどないと。 

  笠置のいこいに来ている出発点、どこからお客さんが多いかというのは、ちょっと資料と

して示していただきましたけれども、そういう形のものをもっとそろえて、やっぱり提示す

るというのが必要なんじゃないかと。そうでなければ、なぜうまくいくのかと。正直言いま

して、過去、民間やりましたと、実際そのときもうまくいくと前の町長も今の西村町長も言

われていましたけれども、結果、ふたあけたら、うまくいっていないわけですよね。その町

長が、次はうまくいくと言うわけです。ところが、根拠を聞いたら全然示されないと。それ

でうまくいくというのを判断できないわけですよ。 

  自分としたら、失敗するだろう、恐らくは改善できる点があるので、赤字を減らす可能性

はあっても根本的な解決はできないだろうというのは今の判断なんですね。その判断が違う

というのであれば、そこまで踏み込んだものを示していただきたいと思いますが、いかがな

んでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光担当課長。 

企画観光担当課長（小林慶純君） ただいまの向出議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  一般的に、収入、支出の面だけを見て申させていただきますと、概算で年間約７万
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２，１００人、その方々が１人当たり１，０４０円を消費されれば、収入、支出、今の現状、

支出で見ますと、収支としては若干黒が出ていくであろうという、今、概算で計算しており

ます。 

  いこいの館につきましては、町なかにあります日帰り温泉施設と同じように比べるのでは

なく、やはりその笠置のあの場所にある温泉ということで考えていきたいと思っております。

まず、泉質がいい、それは皆さん、入っていただいていた方は口々におっしゃってくれます。

現に、今も大阪とか遠いところから温泉に入りに来ていただいています。 

  プラス、先ほど午前中に西岡議員のお話にもありましたけれども、今、国交省のサウンデ

ィング事業というものに取り組んでおります。そのサウンディング事業の中で、私も数社、

民間事業者のほうに一緒にお話し合いに行きました。やはり、物事をするに当たりまして、

サウンディング─対話が必要だと思っております。 

  単に、民間事業者に委託とかをするのではなく、やはり委託するのであれば、その業者さ

んと十分に話し合ってから条件を練り合わせまして、そして事業の運営をお願いする。運営

をお願いした後も、日々意見交換をしながら、やはり町のやってきた思い、そして民間さん

の思いというものをすり合わせていかなければならないと思っております。 

  あと、いこいの館につきましては、キャンプ場が近いというところ、キャンプ場のお客様

が、２年前と比べまして、今、約２．８倍伸びております。おととしが、大体１２月、１月、

２月とキャンプ場のお客様は減っていって、１月、２月であれば９００人の後半のお客様が

来られていますが、今年度につきましては、１２月以降も大体二千五、六百人ぐらいのお客

様がキャンプ場に来られています。こういった方々を、何人いこいの館のほうに入りに来て

いただくか、またその方々に物を買ってもらえるようなことを、いこいの館で販売できるか、

そういった方々をまた体験型の事業としていこいの館で提供できるか。 

  そして、住民さんが、今、住民の団体さんで子供さんを中心にした集まりを月１回、いこ

いの館でやっておられます。あと、高齢者の方も来られています。そういった町内の方も、

単に温泉施設としてだけではなく、人が集まるところという立ち位置でいこいの館をこれか

らつくっていけば、今までと違ういこいの館のあり方ができるんじゃないかというふうに考

えております。 

  経営と、また運営という面では違ってくるかと思いますが、そういったいろんな方が集ま

ることによりまして、また何か新しい事業とか、また発見とか、そういったものが今後でき

てくるんじゃないかというふうに考えております。以上でございます。 
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議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  こういう質問させていただいているのは、一番最悪なのは、実際、指定管理でやりました

と、指定管理料を払って、結局どうも改善できなさそうだということで、最大２年というこ

とですが、それで閉鎖となれば、その間かけた税金というのは、はっきり言って全く無駄に

なったと。もちろん、その間、雇用を維持したとか、それは言うことはできると思うんです

けれども、そしたら今判断して、そのお金出さないというほうがよかったということになる

と思うんですよ。 

  ということは、逆に言うと、今、もう既にここのいこいの館はうまくいくかどうかは、市

場調査も含めて判断しないといけないと思うんです、まちの責任としては。それができない

んであれば、どうやってこれから調査されるのかということが出てくると思うんですよ。 

  私がちょっとよくわからないのは、指定管理料を払うと言いますよね。でも、いこいの館

が民間で成り立つんであれば、民間業者は自分たちのところでもうけられるんだから手を挙

げてやるんじゃないんでしょうか。そこが不思議なんですよ。指定管理料を払わないと入っ

ていただけないということは、裏返しにいくと、そのお金を出さなかったら成り立たないと

まちが言っているということになるんじゃないかということになると思うんですよね。そう

じゃないというんであれば、どういうことなのか、説明をちょっと求めたいと思うんですけ

れども、答弁お願いいたします。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 向出議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  指定管理料とは一体何なんだろうかというふうなことなんだろうと思っております。 

  基本的に、公共施設を維持し、管理し、運営していく基本的なコストであるというふうに

捉まえておりまして、本来、町が持っておればかかるコストが当然出てくる、それが指定管

理料であり、それを指定管理者に全部自分たちで負担しろというのは、これはむちゃな話な

ので、最低限コストとして必要な分に関しましては出すから、あとは民間の皆さん方で努力

をして、大いにそこでパフォーマンスを発揮していただきたいと、そういう意味の指定管理

料だと理解をしております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  私は、もともと自治体というのは住民福祉の向上だというふうに考えているわけです。要
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するに、皆さんから税金を集めて、公益性のあるものにお金を投入していくと、それで皆さ

んが住みやすい生活環境をつくったりしていくというのが役割なんですね。 

  ところが、いこいの館というのは、お客さんをとって売り上げでやっていくという収益事

業になりますから、本来自治体がやるべきではないんではないかというふうな思いもあるわ

けです。うまくいっていればいいんですが、現に失敗している中で進めていくといった場合

に、指定管理料の意味も違ってくると思うんですよ。 

  住民福祉サービスで必要なものをやると、ところがノウハウとか細かい技術がないので民

間に任せます、そういう場合は、もともとかかる費用を業者に渡す、それは正しいと思うん

です。ところが、収益事業であれば、もうかるはずなので、いろんな原材料や人件費も含め

て業者が見て、それを売り上げで回収できるという仕組みのはずなんです。だから、指定管

理制度をとる意味がよくわからないというのもありますし、私の提案は、要するに、今すぐ

市場調査ができていなくて経営判断できないんであれば、例えば半年とか期間を区切ってそ

の間に結論を出すと、うまくいくか判断し切るというのをされたらどうなのかと。 

  なぜ、最大２年、もちろん２年間やるという確約ではありませんが、指定管理料を払って

やっていただくのか、そこが全くわからないわけですね。私から言わせれば、今わからない

んであれば、調査をされて、うまくいくというんであれば、もうあとは民間に、うまくいく

んですから手を挙げていただいて、説得して来ていただいたらいいんじゃないか、それが一

番すんなりした形ではないかなというふうに感じてしまうんです。 

  そうでない場合というのを想像すると、あり得るパターンとしては、民間業者が例えば

１０年、２０年、最終長期を目指すと言っていますけれども、経営をしたいと。だけども、

すぐには改善できないことも多々あるし、先立つものもやっぱり補助をしてほしいから１年、

２年の補助は考えましょうと、例えばね、それだったらまだわかるんですよ。 

  だけど、この指定管理制度をとっていって、指定管理料を払うという意味が、そういう位

置づけになっているのか、説明を聞いても、はっきりとそこのところの答弁はないので、ど

ういうコストなんでしょう、この指定管理料のコストというのは。必要なコストなんでしょ

うか、そのあたりをもう一回しっかりと答弁願いたいんですけれども。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 向出議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  本当にもうかる施設であれば、指定管理料ゼロでも民間は多分どんどんやりたいというふ

うに言うてくるだろうと思っております。例えば、温泉街で大変お客さんがたくさん来られ
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る、そういったところの外湯で、自治体が経営されておられる外湯もあって、そういったと

ころは一部、指定管理料要らないからどんどんやってくださいねというふうに言うておられ

る、それはまちづくりがそもそも温泉とともに成り立っているという、非常に公的な性格を

帯びたというふうなところだから、それが言えるんだろうと思っております。 

  いこいの館の場合、収益施設だというふうに言い切るには、やはり性格がまだ公的なとこ

ろにシフトしているというふうに考えております。住民のやはり健康促進であり、そしてま

た笠置町の基幹産業である観光といったようなものを全面的に打ち出している、そういう公

的な性格がある以上、ある意味そういったところに対するコストというものは必要になって

くると、そのように考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  公的な性格と言われましたけれども、一つは目的として、条例にも書いてありますけれど

も、健康促進、維持という意味合いがあるということはあると思うんですよ、例えばですけ

れども。 

  でも、そうならば、例えば住民の方にはもっと安くして、そのかわり税金投入も認めてい

ただくという形で、例えばですよ、それがいいかどうかは議論の余地がありますが、それで

あれば、目的意識を持っているなというふうに思うわけですよ。 

  でも、そうじゃないと。よく言っているのは、観光の核だと言われるわけです。観光の核

ということは、温泉があることによって、温泉単体だけじゃなくていいと思うんですけれど

も、周辺の経済効果が、この使ったお金よりも、かかったコストよりも大きいということが

成り立ってこそだと思うんですよ。大体、例えば２，０００万出して、３，０００万、

４，０００万の効果がほかで出たら、それはプラスだと。でも、それよりマイナスであれば、

ただ単に赤字を流しているだけになりますね、当然のことながら。それであるならば、例え

ばキャンプ場だったら、もう直接整備金の補助を出すほうがよっぽど有意義じゃないかと話

になるわけですよね。 

  観光の核と言われますけれども、このいこいの館が今後存続していくことで、本当にそれ

だけの経済効果なりが生まれるというビジョンも全然ないんですよね。どういうふうに考え

ておられるんでしょうか。そこがすごく、ちょっとわからないなと思うんです。 

  これまで聞いても、先ほど多少は言われましたけれども、もっと具体的な内容を出さない

といけないと思うんですよ。もうかなり赤字も続いて、住民の方の負担も大きいし、一方で
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財政が逼迫しているということで福祉削られている中で、やっぱり考えないといけないと思

うんです、そこは本当に。 

  町長は、そのことについてどうお感じなんでしょうか。うまくいくと、本当に観光の核と

して成り立つというふうな、どういう根拠とビジョンで言われているんでしょうか、お示し

いただきたいと思うんですけれども。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） いこいの館が観光の核であるという定義でございます。 

  実際、いこいの館に来られた方が、笠置山に登られたり、柳生のほうにハイキングに行か

れたり、またアウトドアを利用されたり、そういう方がたくさんおられます。また逆に、ハ

イキングやボルダリングやキャンプやカヌーをされた方が、いこいの館で入湯して帰ってい

ただく、そういうふうなことも回っておるというのは事実でございます。そういう方が年々

ふえてきている、先ほども小林担当課長からも言われましたけれども、そういう方が現にふ

えてきているというのは事実でございます。そういうことから必ず活路が開けていく、その

ような確信を持っております。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  笠置山、アウトドア、キャンプ場、その維持のため公益性があると判断する、それはあり

得ると思うんです、例えばですよ。そのための必要なコストだから、年間１，０００万でも

１，５００万円でも意味があると。笠置山の入館者がちょっとでもふえれば、維持されれば、

笠置山という文化のそういう保存というものに寄与していくだろうという効果もあると、例

えばそういうことを意識的に考えられておられて、だから必要なコストとして１，０００万

や１，５００万が仮に出たとしても、それは必要な経費なんだと言われるんであれば、まだ

話としてはわかるんですけれども、そういう位置づけでいいんでしょうか。そうじゃないん

でしょうか、ちょっとお考え、もう一度お聞かせください。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 向出議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  指定管理料の性格は、コストであると同時に、ある種、今回、指定管理者に対しては、投

資的な経費の意味合いも多分あるであろうと思っております。当然、指定管理者を選ぶとき

には、その人となり、経営者としての資質なり、そして経営ビジョンなり経営計画なりを十

分見させていただき、そしてその人に、あるいはその会社に、そしてそのビジョンに
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１，０００万なり１，２００万円なりをかけても決して損はないと、言い方が悪いですけれ

ども、そういうふうな判断に立って、最終的に指定管理料をお支払いし、指定管理をお願い

するということになるのではないかなと思っております。 

  単純にお金を出すということではなく、しっかりとしたビジョンを持った方に我々はかけ

るんだと、そういう気持ちがなければ、恐らくじり貧の状況の中から何かきっかけをつかん

で再生するということは多分不可能でしょう。そういうかけに、ある種そういうような思い

切ったことに転じた経験が、ここ何年間かあったかどうかということを振り返ると、多分な

かったんではないか。 

  今、追い風ではありませんけれども、笠置によい風が吹いてきている。国土交通省がこち

らに目を向けていただいて、さまざまな面で、当然観光も所管しておられます、インフラも

所管しておられます、そういったところが、笠置、何とかなるんじゃないかということで、

全面的な支援のもとに企業を集めていただき、知恵を出し、力をかしてやろうじゃないかと。

それは、笠置が持っている地域資源にポテンシャルがあるから、いこいの館だけじゃなくて、

キャンプ場、カヌー広場、ボルダリング、笠置山、全体を見たら、それをうまくマネジメン

トしていけば、何とかやっていけるというふうに専門家が見てくれているからだろうと思っ

ております。 

  その中の一つに、いこいの館があり、それをまずチャレンジしていただく。そして２年間

という期限の中で、他のサウンディングに関心を持っておられる方々が、そこにより強い関

心と投資意欲を持っていただけるように、役場が、国が、京都府が全力を挙げてそういった

方々を誘導する、そういう動きをこれをきっかけにつくっていきたいという意味でございま

すので、積極的な意味合いを持った前向きな取り組みであり、そして資金であるというふう

に御理解をいただけたらと思っております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  私も、仮にですよ、仮にですけれども、本当に経営改善がされれば、サービスの改善がさ

れれば、十分もうかるということが判明したんだったら進めたらいいと思うんですよ、判明

したんだったらですよ。だから、その判断をするための資料とか分析がやっぱり要ると思う

んですよ、どうしても。そうでないと、私も住民の方に対して責任持って説明できませんか

ら、その点が弱いと思うんです、非常に。 

  そこが強くなれば、逆に言えば、住民の方にも納得してもらえるものになってくると思う
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んです。だから、そこをもっと強化していただきたいと、もっと、なるほどこれならうまく

いくというものを示していただきたいというのがあるわけです。もし、そこがクリアされれ

ば、そしたら進んでもらってもという話になると思うんです、本当に。そこがネックだと思

っているわけです。 

  なので、きちっとした資料、また分析、なぜうまくいくかということに対しては、一番の

眼目として示していただきたいと思うんですけれども、町長、いかがでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 前回の特別委員会におきまして、議会のほうからいろんな質問をいただ

きました。それに対しまして、行政側は一応回答させていただいたわけですけれども、それ

にあわせて特別委員会でさらに中身をよくしていただきました。そういう中で、今、向出議

員が言われましたようなことはクリアできたと私は考えております。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  先ほども言わせていただいたんですけれども、要するに出されている数字を上げますけれ

ども、先ほどお客さん単価を言われました、それは一つありました。キャンプ場の数も、確

かにふえていると、２年前に比べて２．８倍になったということは言われました、確かに言

われました。月２００人ほどふやせれば、１，０００万ぐらいの赤字、半分ぐらいに年間落

とせるだろうというのも示されています。もちろん、そういう数字はいただきました。 

  しかし、本来、市場調査って、もっときめ細かいものなんですよ、恐らくは。恐らくとい

うのは、もっときめ細かいものなんです。例えば、どれくらい入っているか、ほかと類似し

て、ここでは成立しているからこっちでは成立していると、もっと上げられるという例えば

比較が、一つは非常に説得力があると思うんですよ。何となく、いっぱい来ているからいけ

そうだとか、そういうことでやっても証明したことにはならないと思うんです。 

  やっぱり、行政が確固たる根拠を持ってこれを進めているんだと言うためには、そういう

比較した表または市場の分析、いろんな指標があると思うんですけれども、物をしっかりと、

町独自だけじゃなくても、国のほうとも協力してでも、やっぱりしっかり準備すべきだと思

うんですよね。 

  キャンプ場が、人がふえてきたから、利用がふえたら何とかなるだろうとか、それだけで

はやっぱり弱いということを言っているわけですよ、根拠としては弱いと。なぜ、これなら

うまくいくと言えるのかということを、もっと真剣に追求してほしいと思うんですよ。例え
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ば、お客さん単価１，０４０円だったら、確かにいけそうな気がする、数字だけ見れば。じ

ゃ、こういうメニュー考えたら使っていただけるんじゃないかという立て方はできると思う

んです。でも、それが市場的に成り立つかというのとは、また違うわけです。市場も、簡単

に言ったらミクロとマクロがありますが、ミクロ的な分析をされているだけだと思うんです

よ。もっとマクロ的なものも要ると、例えば、視点がないということも指摘をしたいと思い

ます。 

  最後、４つ目の問題もありますから、この問題は本当に力を入れてやっていただきたいと

要望して、次、移りたいと思います。 

  ４つ目は、借家などの移住・定住対策についてということで上げさせていただいています。 

  他の議員の方からも多少出ていますから、ここではもう絞ってちょっとお聞きしたいこと

があるんですが、以前、若者向けの住宅という話が出たことがあるように記憶しているわけ

ですけれども、そういった政策目的的な住宅の建築というのは現在も考えておられるのかど

うなのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問ですが、若者住宅、以前にはそういう案もあるようなというのはあった

と思いますが、今現在、建設産業課のほうの所管となっております町営住宅にしても、住宅

法に関連いたしまして建設しているものですので、今、それを若者住宅にシフトするという

ふうな方針では今のところございません。以上です。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  たびたび、例えば土地を思い切って購入されて家を建てるという方法もあるんではないか

とか、借り上げる形、それからまちが貸し手となって仲介するなど、そういう提案もさせて

いただいた経緯があるわけですけれども、なかなか進んでいないという状況ですね。 

  これは、このままいくと、なかなかこの問題、改善されないと思うんです。取り組みの苦

労はいろいろあると思うんですけれども、例えばなんですけれども、政策を立てたときに、

法律的な壁があるというような問題点とか、制度的にこういうふうになっているからできな

いというような問題点等もあると思うんですけれども、そういった課題や問題意識、今お持

ちのことがあれば答弁お願いしたいんですけれども。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 
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総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問です。ちょっと的が外れていたら申しわけございません。再度答弁させ

ていただきます。 

  先ほど、人口減少の対策のためには移住・定住を進めるいうことも、総合戦略であったり

創生戦略の中でうたわせていただいております。 

  先ほど、住宅法に関連いたしましては、若者住宅というふうな規定ではなかなか取り組め

ないものでございますが、平成３０年度の予算でいきますと、今回、新規で結婚・子育て応

援住宅支援事業というものを計上させていただいております。これは、リフォームであった

り、購入であったり、賃貸等に係る補助を町のほう、府も含めましてしていこうというもの

では上げさせていただいております。 

  法的な制約等も多々あるかと思います。町内では、先ほど来出ておりました地形的なこと

もございまして、なかなか町としての整備というところまでは進まないということも御理解

いただいて、すみません、ちょっとずれておりましたら申しわけございませんが、答弁させ

ていただきます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  要望したいことは、例えば、明日のむら人移住・定住、そういう促進のお金というのは京

都府であると思うんですけれども、そういうふうに、こういう制度があればちょっとでも前

に進むんではないかということをもっと分析されて、国や府に求めるというのも一つの政策

といいますか、対策になっていくんではないかと。もちろん、それだけでは弱いとは思いま

すけれども、なかなか進まない中では、いろんな手段、いろんなことをやっていく中で解決

の糸口を見つけていくということが必要なんじゃないかというふうに思っているんです。 

  その点について、いろんな、どういう制度があればいいのかとか、どういう要望をしてい

けばいいかとか分析されて、国や府に申し入れをするなどの取り組みもしていただきたいと

いうことを求めたいと思いますので、最後、答弁お願いをいたします。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問の中にありました要望ですけれども、議員もおっしゃいました明日のむ

ら人移住についても、内容の拡大についての要望を行ったり、今回も新規で、先ほどの結

婚・子育て住宅の支援等の拡大等もしております。そういう場になりましたら要望等をさせ
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ていただきたいと思っておりますので、この答弁とさせていただきます。以上です。 

議長（杉岡義信君） これで向出健君の一般質問を終わります。 

  この際、１５分間休憩します。 

休  憩   午後２時２５分 

再  開   午後２時３８分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  午前中、町長が答弁した中で、町長が訂正したいという申し出がありました。町長。 

町長（西村典夫君） 私、午前中の答弁の中におきまして不穏当な発言をしてしまいました。

心からおわび申し上げ、議事録からの削除をお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） １６３のこと言わなあかん。同じこと言わんでいいから、１６３の。町

長。 

町長（西村典夫君） 失礼をいたしました。 

  午前中、松本議員からの１６３号線の事故におきまして、その答弁の中におきまして、私、

不穏当な発言をしてしまいました。おわびを申し上げ、議事録からの削除をお願いいたしま

す。 

議長（杉岡義信君） 一般質問を続けます。 

  ４番議員、田中良三君の発言を許します。田中君。 

４番（田中良三君） ４番、田中です。 

  ２つのことについてお聞きします。 

  近年、過疎化や高齢化等の事情により、空き家等が放置され、適正な管理を確保するため、

空家等の適正管理に関する条例についてお聞きします。 

  私、この質問、何年か前にもやったことあるんですけれども、そのとき何の返答ももらっ

ていないんですよ。ほんで、長期間放置された管理不全な状態の空き家等の中に、倒壊や火

災発生、防犯上の問題などのおそれから、近隣住民が不安を訴えるケースもあると思います。 

  しかし、こうした問題のほとんどは、一般的に空き家等の所有者等の権利関係などの問題

もあり、円滑に迅速な解決が困難であると思います。 

  西岡議員とかも尋ねはりましたが、現在、空き家の軒数はわかったんですけれども、所有

者不明の軒数って、笠置町にあるんですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 
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  田中議員の御質問ですけれども、所有者不明という家屋の調査まではしておりません。 

  現在、空き家と思われる数の把握だけはしておりますが、所有者のところまでは、所有者

不明というものは、こちらでは把握しておりません。 

  朝の質問でもありました相続のこともありまして、税住民課のほうでは把握されていると

思いますが、こちらのほうではそこまでの把握には至っておりません。以上です。 

議長（杉岡義信君） 田中君。 

４番（田中良三君） 町は、このような状況を改善措置し、地域の良好な景観の保全と住民の

安心・安全の暮らしを確保するべきであると思います。 

  この条例は、空き家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法、その他の法令に定

めるもののほか、必要な事項を定めることにより、空き家等が放置され管理不全状態になる

ことを防止し、そして生活環境の保全、良好な住宅環境維持のためにも、所有者に対する指

導、助言、勧告、命令、公表などの行政指導、行政処分について規定を定めるべきだと思う

んですが、いかがですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  田中議員の御質問です。 

  特定空き家の条例についてですが、国のほうの法制定ができてから、町のほうでは特段ま

だ進んでおりませんでして、ガイドライン、それからさっきおっしゃっていただきましたよ

うな条例制定が必要となってきます。 

  当時の答弁の一部、ちょっと私の覚えている範囲でですが、全庁的に必要やということを

お答えいただいたように思います。今回も、景観、それから防災、消防、それから税のほう

の対策等もございますので、全庁的に、庁内の組織全体的に網羅した中で検討を進めさせて

いただけたらと思っております。 

  制定の時期等については、まだこれからの検討になりますが、特定空き家に該当するよう

な空き家も散見されますので、できるだけ早いうちに検討させていただきたいと思います。

以上です。 

議長（杉岡義信君） 田中君。 

４番（田中良三君） ４番、田中です。 

  この空き家の管理条例つくっていただくことによって、笠置町の人口の減少とか、後期の

お方、年齢の高い人とかのものも、もう空き家になる率が高くなると思うんですよ。ほんで、
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適切に、早いうちにつくっていただくことを望みます。 

  続きまして、耕作放棄地、遊休農地についてお聞きします。 

  現在、この耕作放棄地、遊休農地は、笠置町にどれぐらいの面積でありますか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 田中議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  笠置町で遊休農地、荒廃遊休農地はどれぐらいあるかということでございます。 

  農業委員会のほうで、遊休農地といいますか、荒廃農地に関する調査を行っております。

しかし、この定義といたしましては、つくっていないから、草が生えているからということ

だけで、遊休農地であったり荒廃農地であるというようなことで調査は行っておりません。

この草等が繁茂している中で、周辺の農地に影響を及ぼすものであったり、もう山林化して

いるものであったりといった中での分類の中での調査であるということを御承知いただきた

いというふうに思います。 

  農業委員会が行いました荒廃農地調査の結果でございます。Ａ分類といたしまして、農地

に戻す必要のある荒廃農地といたしましては０．８ヘクタール、Ｂ分類につきましては、既

に山林、原野化している農地の面積につきましては１．６ヘクタールというように、農業委

員会のほうでは、今現在、集約しておるところでございます。 

議長（杉岡義信君） 田中君。 

４番（田中良三君） ４番、田中です。 

  平成２５年の農地法の改正により、耕作放棄地対策強化がされました。対策強化のポイン

トは、既に耕作放棄となっている農地のほか、耕作している所有者死亡等により耕作放棄地

となるおそれのある農地も対象となっております。笠置町がとっておられる対策は。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 田中議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  荒廃農地の確認に対しての、笠置町としての、どういう対応をとっているかという御質問

でございます。 

  先ほども申し上げましたとおり、笠置町では、農業委員会が定期的に農地パトロールを行

い、農地パトロールで雑草が繁茂し、隣接の農地に影響を及ぼす状態であるというような農

地が発見されました場合は、農業委員会として適正な管理をお願いする通知を送ったりして

いるところでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 田中君。 
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４番（田中良三君） ４番、田中です。 

  今、農業委員会と言わはりましたけれども、私も農業委員ですけれども、適切にと言うて、

全部が全部それを聞いてくれるわけでもないですやんか、草刈ってくださいよと言うて。 

  ほんで、耕作放棄地、遊休農地、草刈り等について条例を制定するべきですが、この付近

はわかりませんが、伊賀市では、もともと条例がなくて、草等が生えていても、言われても

全然されなかったけれども、現在、条例が制定されてから、草とか生えていたら、農業委員

会経由というか、そこの課が経由でもう出していったら、すぐ草刈りやるというのは聞いて

いるんですよ。笠置町も、条例は必要やと思いませんか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 田中議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  遊休農地の草刈り条例を制定すべきではないかというような御質問でございます。 

  田中議員、伊賀市のほうを御参考にされたようでございますが、私どもは相楽であったり、

綴喜であったり、近隣の京都府の市町村のほうをいろいろ調査させていただきました。近隣

の市町村では、農地に限らず、生活環境保全の観点から、空き地の雑草に関する条例が制定

されているところであります。空き地の定義として、農地が含まれるところもありますが、

市街化区域など宅地化されている空き地に限定されているなど、その定義はさまざまでござ

います。相楽管内では、木津川市や精華町に条例はありますが、耕作放棄地に限定された条

例ではございません。 

  一方、先ほどからお話しさせてもらっています農業委員会の関係で、農地につきましては、

農地法第２条第２項において、農地について権利を有する者の責務として、「農地について

所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上

の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」とされており、農地の所有

者は農地を適正な状態で維持管理しなければならないと明記されております。 

  以上のことから、現状では、耕作放棄地及び遊休農地において、草刈り等に関する条例の

制定は考えておらないというようなところでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 田中君。 

４番（田中良三君） ４番、田中です。 

  今、言わはったそれでしたら、ほかのやつで草刈り等のやつの条例があるんですか、笠置

には。精華、木津川市と言わはりましたけれども、笠置にそういうのがないですやろ。空き

地に対する草刈り等の条例があると最前言わはりましたやんか。それはどうですか。 
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議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 失礼いたします。 

  田中議員の御質問の答えになっているかどうかわかりませんが、相楽管内では、木津川市、

精華町には草刈り条例というのはございますけれども、耕作放棄地など農地に限定された条

例ではございません。 

  笠置町でも、そういう条例はございません。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 石川君、条例があると聞いたということは、どういうふうに。田中君、

もう一回言うてみ。田中君。 

４番（田中良三君） ４番、田中です。 

  今、草刈り条例があると言わはりましたやんか、木津川市、精華あたりには。笠置には、

それがあるんですかと私は聞いているんですよ。 

  条例がないために、何ぼ言うても草刈らはらへんところが出てくるわけですよ。条例があ

れば、いろんな規定が設けられるため草刈らはるわけですから。結局、農地と違って、もう

宅地以外でもいろんな種類ありますやんか。もう、ほってあるところでも、そういう草刈り

も含んで、草刈り条例は笠置ではつくれるんですかという話です。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 田中議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  条例制定は、当然できると思われます。 

  ただ、先ほどからも申し上げているとおり、農地につきましては、農業委員会が適正な管

理をお願いする通知を発出しておりますし、それに加えて、農業委員さんのほうから指導も

入っていただいたりするケースもございます。 

  また、宅地等につきましては、生活環境の改善というような観点から、税住民課のほうか

ら草刈りの依頼を通知いたしまして改善をお願いしているというような状況で、現在は笠置

町として取り組んでいる状態でございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 田中君。 

４番（田中良三君） もう答えは要りませんけれども、結局、農地に対しては農業委員会から

指導とかが入るということで、ほんなら草刈り条例は、つくろう思ったらつくれるいうて理

解してよろしいんですね。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 草刈り条例の詳細な定義とかどうであるかというのは、私、



６７ 

まだ詳細調べていませんので、つくれますということは、ちょっと今のところ差し控えさせ

ていただきたいと思うんですが、そういったことが、いろんな関係機関、農業委員さんも含

めまして御意見を聞きながら、これからまた進めるなり検討していきたいというふうに思い

ます。以上です。 

議長（杉岡義信君） これで田中良三君の一般質問を終わります。 

  ５番議員、大倉博君の発言を許します。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  私は、２項目、質問通告を出しています。 

  まず、２番のほうから、伊賀・山城南定住自立圏のほうからいかさせていただきます。 

  午前中も西岡議員から、この辺でいろいろ質問あったようですね。答弁とか、もう余り同

じことは質問しないようにしますけれども、１１月から救急・健康相談ダイヤル２４、これ

で４件あったという話ですね。これが多いか少ないかは、まだこれからの課題だと思うんで

すけれども、これが今年度の予算では１１万７，０００円ついていますね。 

  そして、昨年、定住自立圏は順次進めていくと答弁いただきましたけれども、３０年度の

新しい事業、余りないと思うんですけれども、どういった事業があるんですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  ３０年度の当初予算に計上させていただきましたのは、保健福祉課の救急・健康相談ダイ

ヤル２４の先ほどの金額です。税住民課のほうでは、不法投棄や環境整備の啓発のための予

算が計上されております。 

  予算計上はしておりませんが、連携して進めております事業といたしまして、１月に締結

いたしました消防団の相互応援協定が新しくできております。平成２９年度も、職員研修と

いうことで実施させていただいておりましたが、これについては予算化なく、伊賀市の職員

研修の場に笠置町、南山城村の職員が参加させていただくということで、平成３０年度も研

修計画が決まりましたらお知らせしますということでお伺いしております。 

  それから、朝にもお話しさせていただいておりましたとおり、協定の中で、伊賀市さんと

南山城村さんでは協定が結ばれておりますが、笠置町には含まれていなかった６つの項目、

教育環境の整備、それから就労支援、企業立地の促進、地域ブランド創造促進事業、それか

ら地産地消の推進と販路拡大、空き家の利活用のこの６つの項目について、平成３０年度で
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新たに協定書の中に項目追加しようとしております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  そうですね、不法投棄防止対策、ティッシュ２００個５，４００円、木津川流域環境対策、

ティッシュ２００個５，４００円、予算としてはこれだけついていますね、３０年度の予算

見ると。やはりもっと大々的に、あれだけ伊賀市と村とやるからには、今年度の予算でもっ

といろんなことをやられると思っとったんですけれども、残念ながらこれだけのことです。 

  先日、たまたま私、家の前におったら、誰が車とめるんかなと思ったら、村長がたまたま

とめられて、ええ車に乗ってはりますね、それで窓あけて、私にいろいろ話しされるんです。

そのときにも、やっぱり定住自立圏のことも、いろんな将来のことをおっしゃっていました。

感心しました。本当に、真剣にやっぱり考えておられます。笠置町は、ほんまにどれだけ真

剣に考えて、村につき合いやってこの定住自立圏やっただけというのは、私はそう思っとん

ですけれども、だから本当に村長はわざわざとめて、窓あけて、私にいろいろしゃべられる

んですよ。この中身が、その村長のことを言いませんけれども、それと、もっと大きなこと

を近々また新聞報道でやりますからと、ああ、そうですか、これはまた大変大きなことです

なとかいうて言っとったんですけれども、最後に、窓閉める前におっしゃっておられた、こ

れは前から言っていますけれども、怒っておられましたけれども、小学校の学校給食、中学

校の学校給食、これは単年度予算違うから、やはり怒っておられました、いまだに怒ってお

られました、窓越しに。 

  こういったことは、やっぱり３カ町村一緒にやってんねんから、私は去年もそういう質問

しました、やっぱり一緒にやるべきだと。結局は、今度は、もう和束もみんな分担金出して

やる方向になった。３カ町村とも、どことも自治体、予算が大変なんですよ、こういう過疎

化の自治体。だから、そういった意味で、もっと３カ町村と一緒にやるべきことをやってい

ただきたい。本当に怒っておられましたよ。それだけ、この定住自立圏は、午前中も話しあ

りましたけれども、これ以上のことは言いません。 

  次に、奈良市と笠置町の連携・協力に関する包括協定というのは、これ、いかがですか。

これをぜひともやっていただきたい。 

  笠置町の人口が、２０４０年には７００人台。そして、私、これ先日、ある大学の方が卒

業論文、笠置町のことを書いていただいています。これをいただきました。２月９日、提出

日。地域活性化の検証ということで、新たな特産品開発から探るという論文なんですけれど
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も、そこにもやはり、当然３カ町村の人口も調べられて、２０６０年には４１２人と、笠置、

やっぱりこれは前から言われていますけれども、書いています。 

  そうして、先ほど荒廃農地、おっしゃったけれども、ここの荒廃農地も、農水省調べで、

２０１５年、笠置町は２１ヘクタールが農水省で書かれております。これは、論文に書かれ

ているんですから、私もそうだと思うんですけれども、やはり笠置町のことをこんだけ論文

にも書いていただくことはありがたいと思うんですけれども、本当に人口の問題がやはり、

３カ町村も当然に消滅自治体ということも書いております。そうしたことで、先ほどからい

こいの館がどうのこうのとかいうよりも、もっと人口問題を考えてほしいんです。 

  そういった中で、先ほど言いましたように、奈良市との包括協定。私は、以前から、上水

道から防災の関係とか道路の関係とか、いろいろ言っています。先ほど、定住自立圏でも消

防のこともおっしゃっていました。だから、できたらもう奈良市との包括協定が一番だと思

うんですよ。 

  水道だって、今、３，１００万ぐらいを一般会計から出しているんです。そうすると、水

道だって４カ所ありますけれども、簡易水道が、前から言っているように、打滝から、それ

から広岡のほうから直結させていただければ、人口が何ぼ減ろうとも、今の人口よりも、今

言いましたように、２０４０年、２０年後には７００人台ですよ。６０年後、ことし採用に

なられる方が退職のときには４００人台ですよ。そら、いろいろ、いこいとかいろいろおっ

しゃるけれども、やはりこれが一番解決すべき大きな問題だと思うんですよ。 

  だから、そういった意味で、できたら奈良市との包括協定。なぜ、こういうことを言うと、

私は前から、先ほど言いましたように、新聞報道もされました、奈良市と木津川市の。そし

て、その包括協定の文書もいただきました。仲川げんさんと河井規子さんとの協定文です。

これＡ４、１枚物、裏表ですよ。新聞報道もされていました。 

  だから、笠置町は、やはり奈良との観光、柳生街道とか、それから先ほど言っています上

水道、下水道、下水道はないですけれども、上水道。いろんな防災とか、先ほども言いまし

たけれども、消防団でもそうですよ。近くに、広岡が消防団あるのかわかりませんけれども、

須川、狭川、柳生、消防団あります。そこらと協定結んで、奈良市とやれば、すぐそこです

よ。伊賀市とだったら遠いんですよ。だから、私は以前から奈良市との、できたらやってほ

しいと。 

  以前、奈良の県会議員にお聞きしたことあるんですけれども、今、州見台からきはだ園の

前通って行く道が、中ノ川へ抜ける道が、これは木津町時代に協定を結んでできた道ですよ
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と奈良の県会議員はおっしゃいました。そのことも、先日、河井規子市長と話しすることが

あって、やっぱりそういうことをおっしゃっていました。そうして、今回やられていること

はやっぱり、焼却場の問題、新聞に載って問題になりましたやろ、結局そこにつくるという

奈良市の構想が以前からあるみたいです。そして、斎場の問題でもしかりです。そうすると、

そういった場合に、今、これ３カ町村やっていますけれども、焼却場の問題も、人口が減っ

てきたら、受け入れをやっているところはどこにあるか、そうすると奈良市にお願いする場

合が一番近いんですよ。 

  そういった意味で、奈良市との包括協定、これ本当にぜひともやっていただきたい。どう

ですか、町長、包括協定。町長がいつやめられようが、後世の人に、人口が７００人になろ

うが４００人になろうが、こういう包括協定を結んどけば、これが後々生きてくるんですよ、

誰が町長になろうと。どうですか。木津川市はそういう形で、これはほんで、奈良市から木

津川市に包括協定を申し込んできたんですよ。木津川市から違うんですよ。やっぱり、やっ

てほしいところからやるんですよ。私も、それは協力できる、奈良市、ある程度知っている

人もおります。協力できることはします。させてもらいます。副市長とか、そういったいろ

いろおられます。 

  だから、ぜひともこの包括協定、伊賀市よりもこっちのほうが大事ですよ。これは以前か

ら言っていることなんですけれども、どうですか。 

議長（杉岡義信君） 大倉さん、どれを答弁欲しいねや。 

５番（大倉 博君） いや、包括協定やるかどうか。 

議長（杉岡義信君） それか。そうでなかったら、とりあえず聞いているだけに、みんな言葉

聞かなあかんわ。包括やな。町長。 

町長（西村典夫君） 奈良市さんとの包括協定につきましては、すごくいい話だと判断してお

りますし、すごく歓迎をさせていただいております。府道山添線、榛原線も奈良市と直結を

しております。防災につきましても、生活道路としても、すごく重要な道路となっておりま

す。また、上水道におきましては、打滝、広岡まで来ている。もしも、それを笠置町につな

いでいただける、そのようなことが実現すれば、笠置にとってすごく大きなメリットが生ま

れると思っております。 

  また、観光につきましても、奈良市は大きな東大寺などがございます。また、具体的には、

柳生の観光協会の方からも一緒にやりませんかいう実質的な声もかけていただいております。

そういうことにおきまして、ぜひとも奈良市さんとの包括協定は進めていきたい、そのよう
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に考えております。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 町長、本当に心強いことおっしゃったけれども、ここの答弁だけではだ

めですよ。本当にやってくださいよ。やっていただけますね。あんたの、あんたと言ったら

また怒られるけれども、町長の答弁に対して、私はもうほんまに腹立っているんですよ。や

ると言って、いまだにやったことが何にもないです。いまだに。ぜひとも、この包括協定だ

けは、ぜひとも。あんた─あんたと言うたらあかん、町長が無理やから、副町長と私と市

長室へ行きます。 

（「どこ行くねや」と言う者あり） 

５番（大倉 博君） 市長室へ。だから、そんなん、本当に笑い事違うんですよ。笠置町が本

当に、人口がこういうことになって、本当に笠置町からいろんなこと、先ほど耕作農地がど

うのこうの言いましたけれども、農業だって、柳生とかいろんなところと、阪原なんて、阪

原米なんか、物すごくうまいんですよ。そういった問題とか、いろんな協定が結べるところ

があるんです。今度、３月２５日にまた、ことし２回目ですけれども、春日さんから笠置ま

で１１０人ぐらいが来ます。これは、私、こんなこと言うのあれですけれども、世話させて

もらって、お社をいただいて、その関係で、ことしも２５日に１１０人の方、来ます。それ

も一つの観光なんですよ。だから、そういったことをいろいろ努力させていただいています。 

  ぜひとも、町長、もう一度、本当に奈良市との協定、やるということを断言してください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 笠置町と奈良市さんとは、本当に、隣接をして深いつながりを持ってお

ります。この奈良市さんとの包括協定を結ぶことにつきましては、将来の笠置にとって大き

なメリットが生じると考えております。ぜひとも、包括協定を結ぶような方向で考えていき

たいと考えております。 

  また、大倉議員、先ほど発言されました副市長や県議さんとも太いパイプを持っておられ

ると心強いことも聞きましたので、そういうことにおきましても、ぜひとも御援助をお願い

したいと考えております。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 心強い答弁をいただきました。本当に実現してくださいよ。くどくど言

いますけれども、町長には、ほんまに失言も、                 何遍言

わなわかるかわかりません。ぜひとも、これはやってください。町長、それ一つだけでもや
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ったら、町長の値打ちが上がりますよ。名前が残りますよ。やってください。これ、包括協

定、文書また、もし何やったら、これお渡しします、後で。 

  次に、笠置町の財政、３０年度の予算、この前言いましたように、町税の減少、５年前か

ら約２０％減少しております。そして、ゴルフ場利用税の減少も、５年前の４，６００から

３，４００万円、そして地方交付税が今度は６億６，０００万円。 

  国の予算が、３０年度、９７兆円余り通りました。そして、そのうち交付金が５２１億円

の減額と聞いております。この笠置町にとって、やっぱり地方交付税というのは一番大きな

財源なんです。これが本当に削減されれば、そして財政調整基金で今度１億１，０００万使

うとおっしゃいました。残りが、財政調整基金、聞きますと、もう２億足らずの金しかない

んですよ。去年、町長なられてから、財政が物すごく膨らんでいます。支出が物すごく膨ら

んでいます。収入はなしに。風船で言えば、もうぱんぱん状態です。くぎを刺せばパンと破

裂する状態ですよ、笠置町の財政というのは。 

  そういった意味でいうたら、この財政の硬直化が進んでいますけれども、今後、この財政

事情、そら１０年後、２０年後、本当にどうなるかわかりませんけれども、どのように考え

ておられますか、将来の財政事情。 

議長（杉岡義信君） 大倉君、さっきから                       

    ちょっと余り言葉的によくないと思う。                   

  それは取り消ししてくれるか。 

５番（大倉 博君） 何でそういうこと言いますとね、今まで…… 

議長（杉岡義信君） 取り消ししてくれますか。 

５番（大倉 博君） はい。今まで、日本遺産の関係や笠置の歴史の本とか、それからいろん

な、ほかでもいろいろありますけれども、大事なこと、ほとんど答弁はやると言いながら、

全然やってもらえんから、そういうことを言っているという。 

議長（杉岡義信君） 取り消ししてください。 

５番（大倉 博君） もういいです。了解、はい。 

議長（杉岡義信君） 取り消ししてくれますね。 

５番（大倉 博君） はい、次にいきます。 

（「次違うがな」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 取り消しできますね。                

５番（大倉 博君） はいはい、わかりました。 
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議長（杉岡義信君） そう言うてください。取り消しますと。 

５番（大倉 博君） はい、取り消しします。まあ、渋々ですけれども。 

議長（杉岡義信君） 渋々と違うがな。                        

                   そこんところ、ちゃんとしといて。 

５番（大倉 博君） わかりました。取り消しします。 

  それでは次に、本論の笠置町の財政事情言いました。 

  今、民間では、春闘が景気のいい話が出ております。報道されております。これは、やは

り人材確保の問題とか賃金を上げると報道されていますけれども、笠置町の今まで、このラ

スパイレス指数、去年の府下では８９．１％と最低です。 

  まず、町長、基本的なこと聞いて悪いですけれども、ラスパイレスというのはどういうこ

とですか、基本的なこと。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 国家公務員の給与と比べた指数でございます。こういう質問には、余り

答えたくはないんですけれども、人の資質を問うような…… 

（「町長、もうちょっと声を大きく」と言う者あり） 

町長（西村典夫君） 人の資質を問うような失言は、お互いに控えたほうが私はいいと思いま

す。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） なぜ聞くかといいますと、これがわかっておられないと前へ進まないん

ですよ。前、地方交付税の関係言ったときに答弁なされてなかったです。それはいいです、

はい。 

  笠置町のラスパイが８９．１％、最低ですね。このことについて、町長はどのように考え

ておられますか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 笠置町の職員の皆さんのラスパイレス指数は、京都府下で一番低い状態

でございます。全国的に見ますと、２６年度は最下位から１６位でした。２７年度は２６位

と、ちょっと上がるいうたらおかしいですけれども、そのような数字が出されております。 

  本当に、笠置町の職員の皆様におかれましては、いろんな複数の仕事を持ちながらも、こ

ういうラスパイレス指数が低い給与の中で必死に頑張っていただいておる、そういう状況が

続いております。そういうことにつきましては、私はすごく敬意を払っている次第でござい
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ます。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 敬意を払われるんやったら、これを１００％にしてあげる方法はないで

すか。笠置町は、平成２０年４月では８０．６％、２５年４月で９０．９％、２６年は

８５．３％、これはずっとほとんど８０％台ですよ。そうすると、どういうことが起きると

いうことが考えられますか。どういうことが起きますか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  大倉議員おっしゃいましたように、笠置町のラスパイレス指数は、もう数年来といいます

か、私が入庁したころからもかなり低い状態です。現在、国家公務員と比較して９割の、

９０％の給料額でしかございません。だからといって、９０％の仕事をしているわけでもご

ざいません。職員は１００％、先ほど町長も言っていただきましたが、１００％以上の力を

出して仕事をしているつもりです。これを１００％に上げるとなると、先ほど財政難という

お話も出ましたが、かなりの給料アップも、給料額というか、財政そのものに充当する金額

も必要となってきます。 

  職員の士気にも影響するのではないかという御質問も記載いただいております。このまま

でいくと、そういう状況も起こりかねないとは思いますが、今、うちの職員は少数精鋭で頑

張っております。給料が少ないからといって、手を抜いている職員は全くございません。笠

置町の状況をよく理解していただいて、仕事していると思っております。 

  確かに、１００％に上げるというのは、職員みんなの望みかと思いますが、うちの状況も

考えていただきまして、財政難ということを御理解いただいているのでしたら、何らかの今

後の採用問題、それから人口減少、当初予算のときにもおっしゃっていただきましたが、財

政のほうも逼迫しておりますので、一気に１００まで上げることは無理ではございますが、

何とか回復、９０％を超えるように回復はしていきたいというのは、財政担当を外れてでも

職員としての思いでございます。 

  ラスパイレス指数が低いというのは、笠置町、中途採用もございましたり、対応できてい

なかった年数というのがかなりございます。そういうこともありまして、まだまだ解消でき

ないという部分がございますが、先ほど申しましたように、職員もこれを理解しながら、確

かに上げていかなければならないとは思いますが、理解していただきながら仕事していただ
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いておりますので、そちらも、大倉議員のほうも御理解いただきたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  私は、仕事の内容なんかは、そら一生懸命やっておられるんでしょう。そんなことは聞い

ていません。このラスパイが８０、９０続いた場合にどうなるかということを聞いているん

です。 

  これは、前田さん、課長もいずれ退職されるでしょう。そういう退職金にも影響するんだ。

基本給でいくんですよね。当然御存じだと思います。これが、ずっとこのラスパイでいけば、

基本給が低かったら、退職金、将来の年金にも関係してくるんですよ。それを言っているわ

けです。 

  仕事の中身は、そら一生懸命やるのが当たり前ですよ。そんなこと、私は問うていません。

そのことを、職員の人のためにも１００にしてほしいと言っているんです。そんな仕事の中

身のことは言っていません。 

  この前の３０年の予算を見れば、一般行政職の平均給与月額が２９万３，２３７円、平均

年齢４０．２歳と書いていました。これは、もう本当に少ないん違うかなと、私は思うんで

すよ。ほかの市町村、どうか知りませんけれども、４０歳で２９万３，２３７円というのは

本当に少ない数字だと思います。これが、先ほど言いましたように、将来の退職金、年金、

全てに係ってくるんですよ、基本給というのが。だから、上げてやってほしいという、なぜ

こういうことを言うと、上げてやってほしいんですよ。 

  そして、毎年、人事院勧告がやっております。しかし、本当に職員の方も、また可処分所

得というのがほとんど、逆にマイナスになってくるんじゃないかという、ちょっと上がった

だけね。掛金が、社会保障費の掛金とかいろいろ上がるんですよ。逆に、ちょっと上がって

マイナスになっているん違うかな、可処分所得がね、社会保険料とかいろんな義務的経費。

だから、もっと上げてほしい。 

  総理大臣は、企業には給料を上げてほしいと、世界でも珍しいと言われています。企業は

内部留保でお金をため込む、市町村は、先ほど言いましたように、ため込んでいます、財政

調整基金で。本当に、そんなことよりも、町民の暮らし、あるいは今言いましたように、職

員の暮らしが大事なんですよ。精神論でよりも、やっぱりお金ですよ。 

  そこで、３０年度の事務事業、先ほど言いましたように、風船でもうぱんぱんなんです。

私は、裏腹に上げてやってほしいと言いますけれども、ぱんぱんなんですよ。 
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  ３０年度の予算で、事務事業の見直し、補助金の見直しをどれだけやられたか。恐らく、

やっておられない、３０年度の予算を見れば。どうですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員の御質問、先ほどのラスパイレス指数の話から次の質問もいただけるものかと思

っておりまして、答えを考えておりましたが、２％カットは飛ばされてしまいましたので、

今、３つ目の項目の事務事業について説明させていただきます。 

  事務事業については、当初予算、各課から上がってきたときに、各課のヒアリングをさせ

ていただいて、見直しもかけております。今回、保健の事業、２８年度で一旦見直したもの

は、ことし当初からの見直しにもなっておりますし、簡素化できるもの、それから経常経費

等につきましては見直しもしております。どうしても、必要なものである補助金等につきま

しては現状維持ということで、先ほど来、大倉議員もおっしゃっていますとおり、うちのほ

う、限られた財政です。今年度につきましては、戸籍の電子化であったり、Ｊアラートに切

りかえ、電算システムの更新等、かなりの経費がかかってきます。補助金、国庫補助、府補

助金等、もらえるものは、それに充当するだけの事業を組んでさせていただきますが、単費

の事業となるとなかなか対応できず、今回のような財政調整基金を取り崩すというような事

態になっております。 

  限られた財政の中でやりくりをしていく必要がございますので、事務事業、全く見直して

いないということはございません。費用的に幾らになったというのは、今、出してはおりま

せんが、各課のヒアリングの中で、細かいことで言いますと、需用費は何％カットをすると

か、旅費については公用車使用を勧めて前年度よりも抑えていくとか、そういう小さなこと

ではございますが、事務につきましては見直しを行っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 事務事業の見直しね、ほとんどやっていないですよ。そして、先日の議

会のときでも、時間外手当の問題を大きく問題にされている議員がおられました。時間外手

当の見直し、やったらいいんですよ。それを基本給に上げたらいいんですよ。いろんな手当

で、基本給をできたら上げてほしい。そうなんですよ。 

  ここでちょっと言うとくとまずいですけれども、総務財政と会計管理者と一緒というのは

だめなんですよ。出す側と入り側と、同じような人がやっておっては、そんな行政やってい

るところ、ほとんどないの違いますか。笠置町だけかどうかわかりませんけれども、だから



７７ 

そういったことをもう考えてください。総務財政と会計管理者と一緒のところって、ほとん

どないの違いますか、出る側と入り側と同じにやっているところ。だから、こういった財政

事情の予算編成とかなって、何も組み替えできないん違いますか。会計管理者がおれば、こ

れはどうやとか言えるはずですよ。総務と財政と一緒になっているから、そういうこと言わ

れないんです。だから、毎年同じような予算になっているわけです。そこで、いろいろきつ

いこと言いますけれども、私は職員のために言っているわけです。 

  そして、先ほど木津川市のことを言いましたけれども、木津川市も３０年度予算で職員を

一律２％カット、あそこは、たしかもう１０年、合併特例交付金が恐らくなくなったからか

知りませんけれども、２％カットで特別職もカット、人件費を２億円圧縮すると新聞報道で

もされておりました。 

  笠置町には、そういうことはもうこれ以上できないと思いますけれども、それを確約でき

ますか。そのほかの市町村でも、やはり給与カットしているところもあります。これ以上の

ことはできないと思います。どうですか、町長、任命権者として。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  私の資質については、申しわけございません、辞令をいただいた上でやっておりますこと

ですので、今後、見直しは、町長、副町長、考えていただけると思っております。 

  最初の質問で、ラスパイレス指数のことをお話しいただきました。職員手当、時間外手当

を落として給料に上乗せしろと。今の状況ではできません。職員手当につきましては、時間

外勤務手当につきましては、本年度積算をもとにしております。平成３０年度は、消防の操

法大会、それから知事選挙ございます。そういうこともありまして、前年度より落とした金

額にはなかなかできなかったというところです。 

  ラスパイレス指数が９０を切っている中で、給与カットできるかというと、できません。

職員の士気に、もっとかかわってくることと思っております。 

  職員の昇給につきましては、人事評価等を経て、適切に対応させていただくこととしてお

りますので、そこは、先ほど言っておられた任命権者、町長、副町長の判断で昇給もされる

ことと思います。職員のカットにつきましては、財政を持っている身といたしましても、カ

ットはする予定ではございませんが、今後、それこそ逼迫してくるような状況になりました

ら、何かしらそういうところにも影響が出てくる可能性もございますが、それ以前に、先ほ

ど来、大倉議員がおっしゃっております事務事業であったり補助金であったり、単費の事業
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をまず見直していきたいと思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 今、前田さんから任命権者、任命者という言葉が出ましたけれども、町

長、どうですか、それに対して。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 会計管理者と財政部が同じ人物でやっているいうことにつきましては、

あり得ない事態だと考えます。新年度におきましては、きちんと分離して、独立した部署に

していきたい、そのように考えております。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  余りもう時間もないようなんですが、笠置町のやはり基本的な生活道路、基本的なことか

ら、やはり町民の暮らしを守る、そういった意味でいえば、私は切山地区とかよく歩くんで

すけれども、道路が悪い。やっと今回、予算ちょっとつけてもらっていますけれども、そし

て、あの潜没橋でも、今、工事やっているか知りませんけれども、悪い。村の潜没橋なんか、

がっちりした潜没橋であります。 

  生活道路ですよ。特に、切山と飛鳥路というのは、そこを通らなければ生活ができない道

路なんですね。この切山地区の、町長、本当に舗装なんか、もうむちゃむちゃですよ。ある

人は、自転車で走ったらパンクしたと、その溝のところはまってね、溝というか割れ目のと

ころに、おっしゃっていました。私も、５０ccの単車でよく上りますけれども、歩いたりし

ます。本当に悪いです。 

  こういった道が１本、そら三国林道が上に、切山ありますけれども、あれも災害起きたら、

いずれ、のり面が崩れたりよくやっているんです。本当に切山の人なんて、この道が１本頼

りなんですよ。だから、もっと早くから、そういう手だてをやってほしいと思うんですけれ

ども、それは潜没橋も含めて、こういった生活道路というのは一番本当に大変です。例えば、

我々の南だったら、あちこちに道があるから行けるところあります。有市でも、あちこち本

数があります、道が。ここがだったら、こっち通れるとか。 

  切山と飛鳥路は、ないんですよ。だから、しっかりとした行政を、後回しにするんじゃな

いんです。それが、生活道路というのは、やっぱりしっかりとやってほしいですね。どうで

すか、町長。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 
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建設産業課長（石川久仁洋君） 大倉議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  切山地区の道路舗装につきまして、切山地区の町道笠置切山線につきましては、切山区か

らも要望されているところです。町道の舗装は、国の社会資本整備総合交付金を活用し、計

画的に実施しております。切山線につきましては、通行どめ等が必要になってくることが予

想されますので、今後、何年間かにわたり、区間を分けての工事となりますが、国道側から

順々に舗装工事を進めていきたいと考えております。 

  次に、潜没橋のことでございますが、潜没橋は、現在、補修事業を、長寿命化計画に基づ

きまして、社会資本整備総合交付金を活用しながら、３カ年計画の予定で補修工事を進めて

いるところでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  要望なんですけれども、府道笠置公園線、これものり面が物すごい傷んだり崩れたりして

います。そして、道も、切山と同じように物すごく傷んでいます。これなんかも、笠置山も、

この府道１本だけですよ、今のところ。向こう、町道ができたら、またあれですけれども、

だからそういった意味で、府のほうにこの府道笠置公園線、これの舗装もぜひとも、それと

のり面もしっかりとやっていただきたい。要望、どうですか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 大倉議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  府道笠置公園線につきましては、京都府に対しまして、毎年、京都府要望の中で、笠置公

園線の舗装と道路の管理のほう、お願いしているところでございます。 

  また、のり面等の崩壊につきましては、危険な状態であったりすることが確認されました

ら、随時、京都府のほうに連絡し、対応をお願いしているところでございます。以上でござ

います。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 府道笠置公園線も、やっぱり笠置山の命綱ですよ。だから、この道もし

っかりとやっていただきたいと思います。 

  次に、インフラ整備なんですけれども、笠置町はいわゆる、東課長もよくコンパクトタウ

ンとかおっしゃいますけれども、笠置町で、今、本当にコンパクトタウンって進んでいるん

ですか。 

  インフラ整備より解体ですよ、今の時代。こういう予算がない市町村については、いろん
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な意味で解体というか、先日も日経新聞に載っていましたけれども、インフラ整備を利用、

新設より解体、これ日経新聞の１面です。和束町のこと、載っていました。ここも、道路つ

くる場合は、原則はもう用地の提供を求めると書いています。そういった新しいものはつく

らないと。財政難です。この和束町も、いいように見えているけれども、お茶産業もだんだ

ん減っていると、人口もやはり２割減っていると書いています。だから、町民から要望があ

ったかて、もうできないと。ここまでインフラ整備、これ日経新聞の１面に載っているんで

す。和束町、紹介されております。 

  笠置町も、これだけ先ほどから地方創生で、何とか館をもらったり、どうのこうのといろ

いろやって、結局はインフラ整備のためにお金がかかって、取り壊しというのはされないん

ですか。例えば、今度、中央公民館、あれいつまでもほったらかしにできませんよ。あれ壊

すのに、また大きな金が要ると思います。中央公民館は、いつ取り壊しされる予定ですか。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいまの大倉議員の質問に対してお答えさせていただきます。 

  私、コンパクトタウンということで、よく言うということなんですけれども、はっきりし

た冊子になっているわけではございませんので、こういう考え方でいくという方向性の話で

ございます。 

  公共施設につきましては、コンパクトタウンそのものが公共施設の統廃合というところの

考え方は明白にさせていただいているところでして、今回、建物を建てるに当たっては、統

廃合を目的とした施設であるということは明確に位置づけております。 

  公共施設につきましては、建物だけではございませんので、公園とか住宅とか道路、橋梁、

全部入っています。その公共施設の管理計画につきましては、去年、ホームページでも公開

されていますように、総務財政課のほうで管理計画が立てられています。大きくは、この方

向性で統廃合なり、あるいは取り壊しなりというところは、方向性、基本的な考え方はここ

に書いておりますので、それに沿って進むのであろうと考えていますし、今、最後に言われ

ました中央公民館につきましては、いろいろな立地条件や低利用さというところで、また人

口減少を迎える中で、廃止の方向で、これは連合の建物ですので、私どもが決断できるもの

でもないですし、その廃止の方向、廃止というんですか、集約の方向で、３０年度、本格的

に協議に入る予定をしてございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 
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５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  こういったインフラ整備なんかは、後世にもう委ね、財政がだんだんと悪くなるのに、財

政があるときにある程度もう潰していくなり、その点、この前、企画観光という企画という

言葉がなくなって寂しいなと、町の企画、将来人口が、先ほどから言っていますように、

２０年後には７００人、２０６０年には４００人、その中で笠置町をどうしていくかという

ことは、企画というのが求められるんですよ。総務財政課でできますか。企画観光じゃなし

に、企画総務というところで、本来ならそういう笠置町の構想を練って、ぜひともやってほ

しかったです。 

  もう、ことしは間に合いませんけれども、来年、企画総務というのをつくって、ぜひとも

笠置町が、将来こういう人口になるけれども、どうするんやというビジョンを本当に示して

ほしい。そんな４００人、７００人の時代に、いこいの館がどうの、こういうもう時代が違

いますよ、２０年後には。それも前から言っていますし、関西線の存続がどうなるか、郵便

局がどうなるか、そんな時代が来ますよ。今の、前から言っています農協だって、今ありま

すけれども、ほとんど村へ事業が行っております。そういうふうになっています。 

  だから、そういったことを、企画総務というのをつくって、笠置町の本当に将来は、これ

人口がこうなったらどうなるということを本当はやってほしかったんですけれども、残念な

がら、商工観光課になりましたけれども、残念です。来年、そういう形で言えば、企画総務

というのをつくっていただきたい。本当に、笠置町の未来があるかどうかですよ。このハレ

の子供たちが、本当によく言うように、大きくなったら笠置町がほんまにどうなるか。本当

にそうなんですよ。皆さん方も心配されていると思うんです。小学校の問題だってしかり、

何でもそうですよ。何にも考えていない、私から言わせば。そういうことで、私の時間来ま

したので、質問を終わります。言いっ放し、もうええですよ、答弁要りません。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員おっしゃいました組織に関することについては、また今後考えていっていただき

たいと思います。総務財政課に、企画という名前は外れましたが、総務財政課の中で企画は

しっかりとやっていくつもりでございます。 

  それから、先ほど大倉議員がおっしゃいました総務財政課長と会計管理者、出すほうと入

れるほうと、いいかげんなことをやっているとおっしゃられました。私といたしましては、

総務財政課の仕事は総務財政課、会計管理者としてはしっかりとやっていたつもりです。そ
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れが御不満、そういうふうに映っていなかったとしたら、私に資質の問題があったのかもし

れませんが、いいかげんな気持ちで仕事に取り組んだ覚えはございません。すみません、こ

のような発言して申しわけありませんが、一言言わせていただきます。失礼します。 

議長（杉岡義信君） これで大倉博君の一般質問を終わります。 

  この際、１５分間休憩します。 

休  憩   午後３時４５分 

再  開   午後４時０５分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  ６番議員、坂本英人君の発言を許します。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  通告書に従い質問させていただきます。 

  初めに、観光についてですが、笠置町における観光ビジョンについて、再度、いろんな議

員の方々から質問がありましたように、僕自身も笠置町における観光施策、観光ビジョンに

ついてちょっとお伺いしたいなと思いまして、お尋ねします。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 笠置町の観光ビジョンについて、私なりの思いを述べさせていただきま

す。 

  観光といいますのは、やはりそのときそのときのニーズの変化があります。常に時の流れ

に沿った観光政策を打ち出していく必要があると考えております。 

  笠置町も、以前は自然と多くの観光客が訪れていただいておりました。広告代理店の名に

よります宴会つきの団体旅行が主流だったと思っています。 

  今は、新しい価値観のもとで、豊かな経験や体験を積み重ね、日々の生活を充実させてい

きたい、その結果、豊かな人生につなげていきたい、そういう思いで、物の消費から経験を

楽しむことの消費にニーズが変化してまいっております。今、そういう流れの中、ニーズの

中で、体験型・着地型観光がビジネスになり、旅行業界のキーワードにもなっております。 

  そのような中、地域側が、地域の観光資源をもとにして、旅行商品や体験型プログラムを

ネットなどを通じて旅行者に提供する形態が求められていると思っております。着地型観光

の中での人気は、エコツーリズムやスポーツツーリズム、グリーンツーリズムなどが上がっ

ております。笠置町が有している資源は、合致しているものが多く、大いに可能性があると

確信をしております。地域から積極的に自分たちで発信していく、着地側が主体となり、魅
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力的なプランを考え、しっかりと伝えていく、そういう努力をしていく、そういうことが今

求められていると考えております。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  そうですね、教科書に書いてあるかのような丁寧な回答やったと思います。 

  じゃ、何ができるのかと。そうですね、首長が考えることを担当課はどういうふうに具現

化していけるのか、お聞かせください。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  町長が先ほど言いました、着地型であったり体験型であったりというものについては、本

年度、観光プロモーションであったりという事業の中で、一定どういう事業の組み方ができ

るかというものを旅行業者のほうに作成していただいております。これを生かしまして、平

成３０年度以降、海外、インバウンドも含めまして、旅行会社から笠置町に対して、こうい

った体験ができるよというふうな広報なりをしていただけたらと思っております。 

  それから、ちょっとずれた発言になったら申しわけございませんけれども、今、農家民泊

であったり、住宅民泊というお話が盛んに出ております。これも、和束町さんであったり南

山城村さんであったり、３町村連携をしながら受け入れの御家庭をふやしていくなりを考え

ておりまして、そういうところがふえれば、また体験旅行というところもどんどん広がって

いくのではないかと思っております。 

  笠置町には、木津川エリアのボルダリング、それからカヌー、キャンプ場、それから笠置

山の歴史的資産、自然等たくさんございますので、そういったものを身近に体験できる、そ

ういうツアーで笠置町に来ていただけるようなまちとなればいいなと思っております。以上

です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  そうですね、町長の考え方と企画運営する側の考え方、大分整ってきたのかなというふう

な考え方、持てなくはないです。ですが、やっぱり、じゃ笠置はどうしたいのと、本当にボ

ルダリングのツアー、カヌーのツーリズム、いろんな可能性はありますよね。ここまでは誰

でも行けるんですよ。 
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  幾らの、今、観光客が、昨年では２６万人の人が笠置を訪れていると、いこいの館に対し

ては６万９，０００人のお客さんが来ていると、カヌーで言えば９万人ものお客さん、キャ

ンプとカヌーでは。この人たちが、じゃ、どういう経済を今つくっているのか、笠置でとい

う質問をしたときに、行政側はどう把握しておられるのか、お聞かせください。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問です。 

  さきの議員さんでも質問ありました経済の循環いうことですけれども、なかなか笠置町で、

じかにお金が落ちて経済が潤っているというふうな実感はございません。体験に、そういう

ボルダリング、カヌー、キャンプに来られたお客様は、自前で持ってきて、自前でまた帰っ

ていかれる。それから、ハイキングに来られても、なかなか、いこいのほうの入浴の数はカ

ウントできても、お金自体がそこだけにしか落ちないというような状況もございます。 

  何が足らないかというのは、まだ今、試行錯誤というところの段階かと思いますが、例え

ば、ちょっとしたお土産物でも買っていただけるとか、アウトドアで来られた方は、もっと

手軽に来られて、物をこちらでレンタルしてでも使っていただけるような、そういうことも

考えていく必要があるのかなというふうに今思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  そうですね、そこが一歩かと思いますが、まあ一つ欠けていると言えば、企画の人たちで

一度、やっぱりそういうボルダリングだとかカヌーだとか、笠置で一日、本気で遊んでみる

とかそういうことがないと、単純に、どこでおなかが減って、どこで喉が渇いて、どこに店

があったら来る人は喜ぶのか、そういうことを考えないで、ただ単純に外部の企業さん、コ

ンサルタントにそういうのを全部委託すると、それがもう従来の行政のやり方のように僕た

ちにとっては見える。それは、やっぱりもう時代おくれであると。 

  ならば、自分たちが喉渇いたところやったら、じゃ何人の人が喉が渇くんやと、ここが大

事やと思うんですよ。そういうことを本気で取り組まないと、この観光というものが、表立

ってカヌーをしている人がいる、キャンプをしている人がいる、じゃ、何を使っているの、

何を食べているの、それを聞いたことない企画の人間が、そこにはなかなか答えいかないじ

ゃないですか。ああ、そうなんだ、ああ、そうなんだ、じゃ、お願いしますという形でお金

を投げてしまう。じゃ、このお金に価値はあったのかという話を、また議会でされないとい
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けない。この循環は、いつかやめないといけないんですよ。 

  となれば、じゃ、日曜日に一回そういう企画を組んでみようかと、ならば町民も一緒に巻

き込もうやないかと、そういう流れが見えてこんことには、やっぱり具体的な、笠置変わっ

たね、笠置の観光ってこれだよねというような論地にはならないと思うんですよ。その辺を

踏まえて、本気で観光を考えるというのはどういうことなのか、この次の質問ですけれども、

イベントの予算についてです。 

  じゃ、イベントの予算について、今、笠置町では春、夏、秋、冬、春夏秋冬通して、一つ

ずつイベントが開催されていますよ。ただ、大きな予算がついているのは花火大会と鍋フェ

スタ、これ以外はライトアップの初期費用とフォトコンテストのお金しか出ていないと。で

も、昨年の冬、１万５，０００人を導入した鍋フェスタ、これから春の動線が一向につくれ

ていない。これ、いかがに思いますか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員おっしゃいましたとおりでございまして、鍋フェスタのときの１万５，０００人

というのは、私たち、議員さんも皆さんスタッフで入っていただきましたが、一日立ち放題、

喉がかれるほどみんな動いていただきました。今回の鍋フェスタにつきましては、もう早い

うちから、準備段階でかかわっていただいておりましたボランティアの方もたくさんいらっ

しゃいます。成功に終わりましたのも、そういう皆さんの御協力あってのことだと思ってお

ります。ただ、それが春の桜まつりに生かせなかったというのは、こちらのフォローといい

ますか、実際進めていく中で落ちていた部分かなと思います。 

  今後のイベントにつきましては、今回の鍋フェスタでありましたように、今までの、いえ

ば官主導となっていたものから、民の力をかなり入れていただきまして進めていくという必

要があるかと思っております。役場の負担を減らすとか、そういうことは思っていないんで

すけれども、やはり先ほどもおっしゃっていただいたように、官だけの、職員だけのかたい

頭の中では、やっぱりいろんな発想が出てこない。おっしゃったように、一日、何か遊べる

ような場所で、何が必要なのかということが出てくる場が必要なのかなと、そう言われて、

そういうふうに思いました。 

  今後、いろんな新しい手法といいますか、今までと違った手法を使いながら、これからの

平成３０年度のイベント、事業につきましては、気持ちも新たに、改めて取り組んでいきた

いと思いますので、また御協力かたがたよろしくお願いしたいと思います。 
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  それから、予算につきましては、おっしゃったように、昨年度はお茶の京都博との共同実

施いうこともありましたので、予算規模はふえておりましたが、本年度は平成２８年度ベー

スで一旦組ませていただいております。この限られた予算の中で何ができるかというところ

も、また皆さんのお知恵を拝借しながら進めていかないといけないと思っておりますので、

改めまして御協力をお願いしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 課長がおっしゃられることは、よくよくわかります。ならば、やっぱり

予算は必要だということですんで、町長、どういうふうな働きかけをしていってもらえるで

しょうか、その予算獲得に向けて。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 予算獲得に向けて、そういうことにつきましては、やはり笠置町の地方

創生につながる、笠置町の活性化につながる、そういうことで位置づけをできる、そういう

ふうなことになれば、予算をつけていくのが当然だと考えております。 

  もう一つ、先ほどのことで、自分で体験してこそ真実が伝わると先ほどおっしゃられまし

た。私も、そのように感じます。やはり、自分たちで経験して、体験して、ここでこういう

ものが要る、ここではこういうものが要るいうことが実際わかって、それを提供するいうこ

とになれば、来ていただいた方は、本気でこの地域はこのことを取り組んでやっているんだ

ないうことが伝わると思いますから、私はこういうことはすごく大事にしていきたいと考え

ております。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  町長も前向きに考えるということなんで、課長、ぜひ、町長のお尻をたたいてでも京都府

のほうへ陳情に行ってもらって、がっつり観光で遊べるまちやというまちを目指してくださ

い。 

  続きまして、まちづくり会社についてお聞きします。 

  現状をお聞かせください。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問にありますまちづくり会社です。平成２８年の８月に設立いたしまして、

町が５０万円出資して、町内の事業者さん、それから個人の方から出資いただいております。 
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  ２９年度で取り組みました事業ですが、おっしゃるように、目に見えての成果がなかなか

出てこない状況ですが、今、空き店舗を改修いたしまして、チャレンジショップを展開して

いただくように整備してもらっております。南部区内の空き店舗を１軒お借りされて、もう

近々、チャレンジショップ、オープンになるかと思います。 

  それから、議員の皆様にも夏まつりの日に御参加いただきました駅前、ＪＲ笠置駅のテナ

ントですけれども、順調に営業していただいております。８月の花火大会の日にプレオープ

ン、それから１１月のもみじまつりに合わせましてグランドオープンしていただきました。

そこの事業につきましては、まちづくり会社のほうで全て実施していただいております。 

  ３０年度につきましては、京都府の御支援いただいて、創生商店街の事業をまちづくり会

社で受けていただけるいうことを聞いております。今回のチャレンジショップとあわせまし

て、空き店舗の活用であったり、活発な商店街の形成に向けて事業を取り組んでいっていた

だけるというふうに聞いておりますので、御期待というまではいかないかもしれませんけれ

ども、何か１年間でまた変わったものが見られるのかなと期待しております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  課長のお話を聞いて、ああ、なるほど、動いているのかということはわかるんですけれど

も、私自身、あの会社には投資をしておりまして株主であります。ですが、株主総会は今年

度は一度も行われていないかと思うんですが、なぜでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  まちづくり会社の株主総会は、たしか６月に一度させていただいています。はい、すみま

せん。３０年度も、決算が済まれた後、６月ぐらいなのかなと思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  僕、出席していないだけですね、ほんなら。というのは、その決定事項が全然見えないん

ですよ、結局。株主総会行われても、大きく動いていないわけじゃないですか。まあ言うた

ら、いつの議会やったかな、よくペーパーカンパニーやという御指摘をされていた議員もい

たかと思います。 

  やはり、まちづくり会社が、初め、できた目的というのは、まちづくり会社が利益を得た

ら、まちに再投資するというような明るい話で始まったかと思うんですよね。実際、でも何
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も実情、再投資するような流れにはなっていないと。 

  まちでは、プロポーサルだとか、いろんな地方創生のお金は動いているが、そのまちづく

り会社が受注せずに、やはり大きな大手企業が受注しているとなれば、じゃ、言い方悪いで

すけれども、本当に残りかすのような地方創生のお金がまちづくり会社の資金として、これ

で仕事してくださいみたいな形でしか今見えていないように、僕自身思うんですね。 

  それって、やっぱり当初、あの説明会から僕は出席していますから、この会社ができたら、

このまちはこういうふうになるというふうなビジョンがあったはずなのに、それがなぜ遂行

されないのか、なぜできないのかという原因は何かあるのでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 坂本議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  まちづくり会社の姿がなかなか見えない、確かにそうだと思っております。実際のところ、

ペーパーカンパニーに等しいといいますか、実働できる社員という者がほとんどいない。役

員はいらっしゃいます。そして、それをお手伝いする地域おこし協力隊員もいますが、プロ

パーの社員がしっかりとその会社の管理をしているという形態ではございません。そこを、

まず何とかしなければならないというところで、試行錯誤をしているのが状況でございます。 

  ただ、そうはいっても、まちづくり会社として何がしかの動きをしていかなければならな

いということで、地方創生のお金の一部を仕事として、今回チャレンジショップをやってい

ただく、あるいは特産品開発に御尽力いただく、そういったことをきっかけに、先ほど前田

課長が申し上げましたように、京都府の創生商店街の事業を受託される。そして、その次の

段階に我々も進んでいかなければならないのは、先ほど坂本議員がおっしゃったまちづくり

会社が、とてつもなく大きな可能性を持っている会社であるというところを大いに利用させ

ていただきたい。 

  例えば、先ほど来、サウンディング、さまざまな企業が関心を持ち、キャンプ場、いこい

の館、ボルダリングエリアを一体的に何か活用できないかというときに、そこを立ち回れる

のは役場ではないだろうと、まちづくり会社そのものであるというふうに思っております。

そういうまちづくり会社に力をつけていくような流れを、これからどんどんつけさせていた

だきたい。そのためには、まちづくり会社にどういった支援が必要なのかも皆様方と相談し

ながら考えさせていただき、人的支援であったり財政的支援であったり、しかるべき支援を

またこの場で御協議いただければなというふうに思っております。 

  まだ歩き出して、よちよち歩きではございますけれども、役場が前に行くわけにいきませ
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ん。民主体で動いていただいております。しかし、役場が後ろからしっかりとその動きを見

ていく、そして何がしかの、やはり役場がサポートできるところはさせていただきながら、

民間のいろいろな動き、そして町内のさまざまな方々の活動の場となれるように私たちも協

力をさせていただき、汗をかきたいと、そういうふうに考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  副町長の熱い答弁を、いつも感銘を受けるのですが、やはりそれに皆さん賛同していただ

けるようなチームづくりをこれから形成していかなければならないと。京都信用金庫の皆さ

んもお手伝いいただいていますし、アクティブシニア層もこれから笠置に入ってくると、い

ろんな人々が笠置に入ってきてくれると、じゃ、内側の人間も頑張らないといけない、こう

いう構図を切に願い、動く、これを繰り返していかないと、まちは動かない、これ決まって

いるんですよ。だから、それは、やはり行政も僕ら議会も一緒なんです。 

  やはり、まちづくり会社の可能性というのは、一番知らなきゃいけない町民、本当に商工

会もそうですし、若手に全然届いていない。この可能性というものが、めちゃくちゃ大きい

んですよ。なぜかといったら、先ほど町長が観光ビジョンのときにおっしゃったツーリズム

系なんてものは、外の人から見れば、あしたからでもお金になるような商材なんですよ。こ

れを外の人に出すんではなくて、じゃ、外の人からノウハウを買い、自分たちがどうやって

商い、なりわいにするのかということを、今、田舎というのは求められているわけじゃない

ですか。 

  それを、じゃ行政主体でやるならこうだと、でも、それならこういう弊害が出てきたから

まちづくり会社だと、そういうことをみんなに問うていかないと、やっぱり町民というのは

なかなかおくてなんですよ。これまでの歴史があるじゃないですか、お互いに、行政にも議

会にも、そして住民にも。二元代表制というのも、突き詰めていくとやっぱり最終的にはそ

こに落ちてくるのかなと僕は最近思うんです。やっぱり、こういうきっかけを、全ての人に

チャンスがあるということを論地できるまちを目指していかないと、あすはないのかなと思

います。 

  続きまして、サテライトオフィスについてです。 

  この事業について、まちは幾ら投資したのでしょうか。ちょっと気になって、お伺いした

いなと思います。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 
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総務財政課長兼企画観光課長兼会計管理者（前田早知子君） すみません、坂本議員の御質問

で、サテライトオフィスの建築工事に関しましては二千四、五百万、すみません、ちょっと

きっちりした数字が申せなくて申しわけございません。建築費はそれぐらいです。 

  ２９年度で、中の備品等を購入させていただいたのは予算計上させていただきました

５０万ほどで、備品のほう購入させていただいております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  二千ウン百万、なかなかの投資額だと思います。本当に可能であれば、奥地域の住宅を更

地にした後に小さい平屋なんぞを建てれば若い子が住めるんじゃないのかというような、家

が二、三軒建ちそうなイメージも湧きますが、縦割りの行政ではそういうこともいかず、あ

そこの整備に使わなければいけなかったというお金だとは思います。 

  ただ、僕の周りでも、地域活動やっている若者たちが、あそこの可能性というのをやっぱ

り多く語るわけですよ。ただ、やっぱりずっと動いていないと、結局、笠置、何がしたいの

という言葉がみんなから出てくる。これは何かというと、今、地域おこし協力隊を募集され

ていますよね、ここにも大きな弊害が出てくるんですよ。なぜ、ああいう原資を投下したの

に笠置町は動かないのかと。そこに自分たちのこのノウハウ、魂、パワーをかせるのかどう

かというところを、今、地域おこし協力隊の若い子たちははかるみたいですね。そういうと

ころにきっちりキャッチできていない行政の取り組みを、今、問われているわけですよ。 

  じゃ、やっぱり３０年度どうするのというときに、当初予算が変わっていなかった、こう

いう姿勢を今の若者は見てくる。それに対して、まちはどう応えるのかということを、今、

問われていると思うんですよ。 

  だから、サテライトオフィスについては、やっぱりああいう一見ぱっとした建物です。た

だ、やっぱり僕らが見に行くと、こういうところが詰め甘いんじゃないのかというところが

まだ改善されていない、これが笠置の現状じゃないのというふうにやっぱり議会はとらざる

を得ないですよね、この立場からすれば。それが悲しいんですけれども、やっぱりそこを改

善していってくれないと、まちがよくならないと。じゃ、それがよくなったら、僕たちもこ

の立場で発信はできるというふうなことが考えられるわけです。そういう相互性を持った動

きが議会と行政の間でできるように取り組んでいただきたいということを要望させていただ

きます。 

  それで次に、条例制定についてなんですが、今回も１日目ですかね、各条例が通過された
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と思うんですけれども、その条例に対して、行政側の説明というか資料というか、住民さん

がそれで理解できるのか。 

  例えば、一般社団法人に職員を配置できるという条例が今回通りました。通りましたけれ

ども、それは住民のどの部分に活用されるのか、どういう暮らしに役立つのか、そもそもま

ちのここの仕組みに対しての条例なんだということがやはりわかりにくいように思うんです

ね。それはなぜかというたら、皆さん、その条例に沿って生きている方って少ないじゃない

ですか。条例を見ながら御飯食べる人もなかなかいないと思うんですよ。そういう人にでも、

やはりこの笠置放送の議会というのは視聴率が高いというんであれば、きちっと皆さんにわ

かるような、声なき声にわかるような、響くような説明が必要じゃないのかと思います。ど

う思われますか。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  条例、確かに一般の住民の方々にとっては、なじみがないと思います。自分が、どの条例

によって生活をしているのか、あるいは守られているのか、規制されているのか、非常に、

条例あるいは規則、根本的には法律というものがありますけれども、わかりにくいというの

が現状でございます。 

  議会のほうに条例の提案をさせていただく際も、実は、やはり役所の内側の論理で説明さ

せていただいており、当然、法律がもとにあるから、こういう条例を制定して、今回提案さ

せていただくんですというふうなことしか御説明させていただけていない。確かに、このテ

レビを通してごらんになられた住民の方々にとっては、一体何のことだ、それで自分たちの

生活がどう変わるんだというところまで、恐らく思いをめぐらせていただける方はごく少数

であろうというふうに思います。 

  提案側の提案説明もさることながら、何かもっとこう条例を提案するときに、あるいは条

例自体が住民の方々にわかりやすくお伝えできる方法がないかにつきまして、今後の課題と

して、宿題として考えさせていただきたいと思っております。十分な答えではございません

が、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  そうですね、条例に対しては住民の意思の反映に努めと議員必携にもあります。この努め

るということに行政でフォーカスしていただいて、これからの条例制定につなげていってい
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ただきたいと切に願います。 

  最後に、１２月議会でもお伺いいたしましたが、小・中学校の児童数減少について、

３０年度はどういうふうな取り組みがなされるのか、お聞きいたします。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 笠置小学校、３０年度は２名減の２５名になります。あと三、四年ぐら

いは２５名を、かろうじて現状維持が続くと見通しておりますが、その以後につきましては

２０名ぐらいになってしまうおそれがございます。何としても、児童数減を食いとめていく

施策を進めていかなければならないと考えております。 

  町といたしましては、子育て応援や教育環境の整備など、さらに力を入れていきます。具

体的な施策は立ち上げてはいない、お粗末ではございますが、前回、坂本議員から指導いた

だきました山村留学で、今、取り組めるものとして、春休みや夏休みを利用した体験宿泊な

どをしていただき、笠置のよさをさらに感じていただき、移住をしていただく、そのような

取り組み、また笠置小学校ならではの教育を発信して、笠置小学校を売り込んでいきたいと

考えております。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  本当に、あと３年というのが、親御さんの転勤だったりとか、そういうことで変わること

も十分に可能性としてはありますわね。今回も、僕の同級生がこのまちから転勤で泣く泣く

出ていくということを聞きました。そうすると、逆に同級生が３人の子供を連れて帰ってく

るというふうな奇跡が起きたんで、この児童数、担保できているということなんですけれど

も、そういう奇跡にいつまで任せんねやと、時の流れに身を任せという言葉がありますけれ

ども、そんなことで自治体運営はできないわけですよ。 

  本当に、いろんな補助金ありますけれども、笠置にとって今一番何が必要なのかとか、多

分、きっと山村交流も、探せばそういうものを可能性として補助金あるかもしれないと、逆

に要望すれば何かかなうかもしれないと、可能性は生きている限りゼロじゃないわけじゃな

いですか。なら、民間でやるならこういう方法があるとか、そういう勉強を職員にもしてい

ただけるような、また予算をとっていただけるように町長には働いていただきたいなと切に

切に願います。 

  僕が、今回の一般質問で言いたいのは、来年度の当初予算で、町長がごみの減量化が笠置

のキーやみたいな話がちょろっと出ましたけれども、やっぱり僕は、あれはなかなか腑に落
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ちなかった。このまちは観光だというんだったら、やっぱりそれを軸に、子供たちが元気に

遊んでいたりだとか、小学校では落語もやっています。これ、もう何年もやっていて、僕の

真ん中の子供なんて、あれを文化だと思っているわけですよ。３年生になったら、４年生に

なったら落語ができんねんと、うれしそうに帰りにしゃべっているわけです。そういう姿を

見ると、ああ、このまちも捨てたもんじゃないというふうによくよく思うんです。 

  だから、こういう可能性を広げていってあげ、それを外とつなぎ、笠置の魅力はこういう

もんだと、今あるものをちょっとよくして、次の世代に渡すような、そんな行政活動をして

いっていただきたいと、それに住民自治が加わったときに、本当の二元代表制だったり、地

方自治のよさが出てくることかと思います。この願いを込めて、僕の一般質問を終わらせて

いただきます。 

議長（杉岡義信君） これで坂本英人君の一般質問を終わります。 

  これで一般質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第４、委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

  各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました申し出のとおり、

委員会の閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） これで本日の日程は全部終了しました。 

  これで会議を閉じます。 

  平成３０年３月第１回笠置町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

閉  会   午後４時４２分 
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